
【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第１項

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成20年12月25日

【事業年度】 第54期（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

【会社名】 ニチモ株式会社

【英訳名】 NICHIMO CORP.

【代表者の役職氏名】 取締役社長　　辻　征二

【本店の所在の場所】 大阪市北区堂島浜一丁目４番４号

　
（上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記において行っ

ております。）

　 （本社）東京都千代田区神田美土代町７番地

【電話番号】 03(5217)2170（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員　財務経理部長　　木田　臣哉    

【最寄りの連絡場所】 （本社）東京都千代田区神田美土代町７番地

【電話番号】 03(5217)2170（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員　財務経理部長　　木田　臣哉

【縦覧に供する場所】 ニチモ株式会社本社

（東京都千代田区神田美土代町７番地）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

株式会社大阪証券取引所

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

EDINET提出書類

ニチモ株式会社(E00151)

有価証券報告書

 1/99



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）最近５連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

回次 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期

決算年月 平成16年９月 平成17年９月 平成18年９月 平成19年９月 平成20年９月

売上高 (百万円) 54,185 59,091 56,369 66,511 35,387

経常利益

又は経常損失（△）
(百万円) 1,230 2,135 2,653 2,820 △8,951

当期純利益

又は当期純損失（△）
(百万円) 33,856 3,069 2,606 2,698 △10,256

純資産額 (百万円) 1,303 7,372 9,718 11,947 1,243

総資産額 (百万円) 53,267 57,569 77,038 79,858 79,024

１株当たり純資産額 (円) △52.93 8.49 49.64 61.03 6.35

１株当たり当期純利益　　

又は１株当たり

当期純損失（△）

(円) 490.77 27.46 17.06 13.78 △52.39

潜在株式調整後　     

１株当たり当期純利益
(円) 284.51 16.05 12.33 － －

自己資本比率 (％) 2.4 12.8 12.6 15.0 1.6

自己資本利益率 (％) － 70.8 30.5 24.9 －

株価収益率 (倍) 0.2 6.1 6.4 5.8 －

営業活動による   

キャッシュ・フロー
(百万円) 7,753 598 △5,332 2,857 △14,795

投資活動による   

キャッシュ・フロー
(百万円) 24,655 △89 △2,532 1,412 △494

財務活動による  

キャッシュ・フロー
(百万円) △31,473 2,699 10,226 1,047 7,349

現金及び現金同等物　　の

期末残高
(百万円) 3,276 6,485 8,847 14,163 6,235

従業員数

（ほか、平均臨時　　　　雇

用者数）

(人)
296

(127)

306

(130)

327

(255)

337

(307)

347

(322)

　（注）１　売上高は、消費税等を含んでおりません。

２　第53期及び第54期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

３　第50期の自己資本利益率については、期中平均純資産がマイナスであるため記載しておりません。また、第　　　

　　54期の自己資本利益率及び株価収益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりませ

ん。

４　第54期より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第

９号）を早期適用しております。
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(2）提出会社の最近５事業年度に係る主要な経営指標等の推移

回次 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期

決算年月 平成16年９月 平成17年９月 平成18年９月 平成19年９月 平成20年９月

売上高 (百万円) 50,489 54,172 51,385 60,961 29,090

経常利益

又は経常損失（△）
(百万円) 1,200 2,103 2,614 2,792 △9,144

当期純利益

又は当期純損失（△）
(百万円) 33,854 3,059 2,579 2,698 △10,263

資本金 (百万円) 4,463 3,950 4,063 4,063 4,063

発行済株式総数

（内、普通株式数）

（内、優先株式数）

(千株) 124,908

(93,620)

(31,288)

154,557

(123,269)

(31,288)

195,834

(195,834)

(－)

195,834

(195,834)

(－)

195,834

(195,834)

(－)

純資産額 (百万円) 1,446 7,505 9,824 12,053 1,343

総資産額 (百万円) 52,467 56,326 75,483 78,178 77,043

１株当たり純資産額 (円) △51.40 9.56 50.18 61.57 6.86

１株当たり配当額

（内１株当たり

中間配当額）

(円) －

(－)

普通株式

2.50

(－)

優先株式

2.21

(－)

2.00

(－)

2.00

(－)

－

(－)

１株当たり当期純利益

又は１株当たり

当期純損失（△）

(円) 490.74 27.36 16.88 13.79 △52.43

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
(円) 284.49 15.99 12.21 － －

自己資本比率 (％) 2.8 13.3 13.0 15.4 1.7

自己資本利益率 (％) － 68.4 29.8 24.7 －

株価収益率 (倍) 0.2 6.1 6.5 5.8 －

配当性向 (％) － 9.1 11.8 14.5 －

従業員数

（ほか、平均臨時

雇用者数）

(人)
182

(31)

164

(17)

174

(17)

175

(14)

183

(12)

　（注）１　売上高は、消費税等を含んでおりません。

２　第53期及び第54期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

３　第50期の自己資本利益率については期中平均純資産がマイナスであるため記載しておりません。また、第54期

の自己資本利益率及び株価収益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。

　　　　４　第51期の普通株式の１株当り配当額２円50銭には、創業50周年記念配当50銭を含んでおります。

５　第54期より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第

９号）を早期適用しております。
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２【沿革】

　当社（昭和21年11月４日設立）は、昭和45年10月１日を合併期日として、大阪市住吉区所在のニチモプレハブ株式会

社（旧南海ブロック株式会社、昭和30年９月21日設立）の株式額面金額を変更するため同社を吸収合併しました。

　合併前の当社は休業状態であり、経営の実態は、法律上消滅した大阪市住吉区所在のニチモプレハブ株式会社である

ため、特に記載のない限り、実質上の存続会社に関して記載しております。

昭和30年９月 大阪市住吉区住吉町164番地（現大阪市住吉区住吉二丁目６番10号）に南海ブロック株式会社（資

本金50万円）を設立

昭和31年６月 商号を大阪モデル住宅株式会社に変更し、分譲住宅の施工販売を開始

昭和35年７月 商号を日本モデル住宅株式会社に変更

昭和38年11月 商号をニチモプレハブ株式会社に変更し、中高層集合住宅のプレハブ化を推進

昭和40年10月 中高層分譲住宅販売開始

昭和45年10月 大阪市北区のニチモプレハブ株式会社（旧八雲商事株式会社、昭和45年５月商号変更）と合併

昭和45年12月 大阪市住吉区住吉町164番地（現大阪市住吉区住吉二丁目６番10号）に本店移転

昭和46年３月 大阪証券取引所市場第二部に上場

昭和47年６月 名古屋証券取引所市場第二部に上場

昭和47年10月 名古屋市中区に名古屋営業所を新設

昭和48年３月 東京証券取引所市場第二部に上場

昭和52年１月 商号をニチモ株式会社に変更

昭和52年８月 ニチモメンテナンス株式会社（ニチモビルダー株式会社、現ニチモコミュニティ株式会社）を設立

（現連結子会社）

昭和53年３月 東京証券取引所・大阪証券取引所・名古屋証券取引所各市場第一部に指定替え

昭和55年６月 渋谷営業所を東京都新宿区に東京支社として移転

昭和55年10月 東京支社を東京本社に昇格

昭和56年３月 梅田営業所を大阪市北区に大阪支店として移転

平成12年２月 本社機構を東京本社に集約し、本社として東京都豊島区に移転

平成12年６月 本店を大阪市北区梅田一丁目１番３号に移転

平成13年１月 名古屋営業所を廃止

平成13年11月 本店及び大阪支店を大阪市中央区島之内一丁目20番19号に移転

平成14年６月 ニチモビルダー株式会社は、旧ニチモコミュニティ株式会社を吸収合併し、商号をニチモコミュニ

ティ株式会社に変更

平成15年５月 名古屋証券取引所市場第一部上場廃止（平成15年３月当社より申請）

平成16年１月 ニチモコミュニティ株式会社は、ニチモホームサービス株式会社を吸収合併

平成16年２月 東京証券取引所市場第二部に指定替え

平成18年２月 本店及び大阪支店を大阪市北区堂島浜一丁目４番４号に移転

平成18年11月

平成19年８月

本社を東京都千代田区に移転

ニチモアセットマネジメント株式会社を設立（現連結子会社）
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３【事業の内容】

　当社グループは、当社及び連結子会社２社ほかにより構成され、その主要な事業及び当該各事業における当社及び連

結子会社２社の位置付けは次のとおりです。　

(1）不動産販売事業

　当社は、関東・関西地区でマンション等の建設・販売事業等を行っており、その販売業務については一部を外部販

売会社に委託しております。

　

(2）請負工事事業

　ニチモコミュニティ㈱（連結子会社）はマンションほかのリフォーム工事及び電気工事・給排水設備工事等を

行っております。

　

(3）その他事業

 　ニチモコミュニティ㈱は、建物管理事業、不動産賃貸・賃貸管理事業及び損害保険代理店業等を行っております。

　ニチモアセットマネジメント㈱（連結子会社）は、不動産投資顧問業等を行っております

(注）前連結会計年度まで「不動産分譲事業」としていたセグメントは、事業の実態を踏まえ「不動産販売事業」に名

称変更しております。

　

　以上の事業内容を系統図によって表すと、次のとおりです。
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４【関係会社の状況】

連結子会社

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の所有
割合（％）

関係内容

ニチモコミュニティ㈱ 東京都千代田区 100

請負工事事業

その他事業 

　マンション管理

　賃貸管理

100.0

当社分譲マンショ

ン等の建物管理、

リフォーム工事及

び賃貸管理等を

行っております。

役員の兼任　１名

ニチモアセットマネジメ

ント㈱
東京都千代田区 200

　

 その他事業

 　不動産投資顧問

　

100.0

当社の顧客等の不

動産投資顧問等を

行っております。

役員の兼任　１名

　（注）１　「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載し、その他事業については、さらに具体的

な事業の名称を記載しております。

２　上記連結子会社は特定子会社に該当しておりません。

３　ニチモコミュニティ㈱は、平成20年９月12日付で同社を存続会社、非連結子会社であるニチモUD㈱を消滅会社

とする吸収合併をしております。

４　上記連結子会社は有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。

５　ニチモコミュニティ㈱は、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％

を超えております。

主な損益情報等　(1)　売上高　　　6,444百万円

(2)　経常利益　　　235百万円

(3)　当期純利益　　217百万円

(4)　純資産額　　　232百万円

(5)　総資産額　　2,405百万円

　

５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

不動産販売事業 150
（  8）

　

請負工事事業 54
（  6）

　

その他事業 97 （304）

全社（共通） 46
（  4）

　

合計 347
（322）

　

　（注）１　従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者を含む。）であります。

２　従業員数の（　）内の数値は、臨時従業員の当連結会計年度における平均雇用人員を外書で示しております。

(2）提出会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与（円）

183 （12）　 40歳6ヶ月   11年6ヶ月 6,781,120

　（注）１　従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であります。

２　従業員数の（　）内の数値は、臨時従業員の当事業年度における平均雇用人員を外書で示しております。

３　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
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(3）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1)　業績

  当連結会計年度におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱、世界的な

株安、原油高等により景気に対する不透明感が増してまいりました。

　当不動産業界は、昨年６月施行の建築基準法の改正に伴う建築確認の遅延問題、原油・鉄鋼をはじめとする資材

価格の高騰などによる分譲マンション価格の上昇や経済の先行きに対する不安等に伴う顧客の購入意欲の減退な

どによる分譲マンション市場の低迷、さらに金融市場の混乱等の長期化による不動産投資市場の低迷など、不動産

を取り巻く環境は急激に変化してまいりました。

　このような事業環境のもと、不動産販売事業において、ファミリーマンション事業は、効率的な販売経費の費消や

販売部門の人員増強等一層の販売努力を続けてまいりましたが、市場低迷の影響を受け販売契約が計画どおりに

進捗しなかったこと、また、シングル層向けマンション事業では、市況が当社の想定を上回るスピードで悪化した

ことなどにより、収益が計画を下回ることとなりました。

　一方、請負工事事業やその他事業においては、積極的な営業活動により売上高及び営業利益が前年同期と比して

増加しました。

　また、「棚卸資産の評価に関する会計基準」の早期適用を行い、4,637百万円の評価損を売上原価に計上いたしま

した。

　以上により、当連結会計年度の売上高が35,387百万円（前年同期比46.8％減）、営業損失は8,041百万円（前年同期

は4,408百万円の営業利益）、経常損失は8,951百万円（前年同期は2,820百万円の経常利益）となり、財務の健全性

を重視し連結財務諸表提出会社の繰延税金資産を全額取崩したことから、当期純損失は10,256百万円（前年同期は

2,698百万円の当期純利益）となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①　不動産販売事業

　不動産販売事業は、大型ファミリーマンションの「グローブスクエア」（東京都稲城市）、中・小型マンション

の「ルイシャトレ川口レックスフォート」（埼玉県川口市）、「ルイシャトレ巽東」（大阪市生野区）などを販

売し、またシングル層向けマンションの「ジョイシティ田園調布」（東京都大田区）、「ジョイシティ東大前」

（東京都文京区）などを販売し、当連結会計年度の売上高は29,078百万円（前年同期比52.3％減）、営業損失は

6,970百万円（前年同期は5,857百万円の営業利益）となりました。

②　請負工事事業

　請負工事事業は、建物管理事業との連携を強化した提案型営業を積極的に推進し、当連結会計年度の売上高は

3,319百万円（前年同期比14.1％増）、営業利益は306百万円（前年同期比54.6％増）となりました。

③　その他事業

　その他事業は、建物管理事業において積極的な営業活動により管理戸数が大幅に増加し、また、賃貸管理事業にお

いてもプロパティマネジメント業務の受注に注力したことから管理戸数が大幅に増加したことなどにより、当連

結会計年度の売上高は3,146百万円（前年同期比12.8％増）、営業利益は318百万円（前年同期比9.9％増）となりま

した。

（注）　上記事業の種類別セグメントの金額は、セグメント間の内部売上高又は振替高を含み、消費税等を含んでおり

ません。　

　

(2）キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加があったものの、税金等調整前当期純損

失の計上やたな卸資産の増加などにより、14,795百万円の減少（前年同期は2,857百万円の増加）となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得や貸付けなどにより、494百万円の減少（前年同期は

1,412百万円の増加）となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、調達が借入れにより58,648百万円となり、支出が借入金の返済50,911百万

円、配当金の支払387百万円などにより51,298百万円となったことから、7,349百万円の増加（前年同期は1,047百万円

の増加）となりました。

　以上により、当連結会計年度のキャッシュ・フローは、7,940百万円減少し、現金及び現金同等物の当連結会計年度

末残高は6,235百万円となりました。

２【生産、受注及び販売の状況】
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　事業の種類別セグメントごとの売上高実績は次のとおりであります。

　

 区分

前連結会計年度 当連結会計年度 増減

金額

(百万円)

構成比

(％)

金額

(百万円)

構成比

(％)

金額

(百万円)

比率

(％)

 不動産販売事業 60,949 91.6 29,078 82.2 △31,871 △52.3

 請負工事事業 2,781 4.2 3,211 9.1 430 15.5

 その他事業 2,780 4.2 3,098 8.7 317 11.4

 合計 66,511 100.0 35,387 100.0 △31,123 △46.8

（注）　１　上記金額はセグメント間の内部売上高又は振替高を除いた外部顧客に対する売上高によっており、消費税等

を含んでおりません。　

２　前連結会計年度まで「不動産分譲事業」としていたセグメントは、事業の実態を踏まえ「不動産販売事

業」に名称変更しております。

　

　不動産販売事業セグメントの売上高実績は次のとおりであります。

　

 区分

前連結会計年度 当連結会計年度 増減

数量
金額

(百万円)

構成比

(％)
数量

金額

(百万円)

構成比

(％)

金額

(百万円)

比率

(％)

中高層住宅 2,078戸  58,880 96.6 1,257戸 28,623 98.5 △30,257 △51.4

(関東地区) (1,523戸) (44,153)  (72.4)  (972戸) (20,827) (71.7) (△23,326) (△52.8)

 (関西地区)  (555戸)  (14,727) (24.2) (285戸)  (7,796) (26.8) 　(△6,931) (△47.1)

土地 958㎡  2,007  3.3 563㎡ 449 1.5 △1,558 △77.6

その他 11件 61 0.1 6件 5 0.0 △56 △91.1

 合計 ― 60,949 100.0 ― 29,078 100.0 △31,871 △52.3

　（注）　上記金額はセグメント間の内部売上高又は振替高を除いた外部顧客に対する売上高によっており、消費税等を含

んでおりません。
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３【対処すべき課題】

(1)　経営の基本方針

　当社グループは、「お客様第一主義」をテーマに掲げ、快適な住環境を実現したマンションの供給、住まわれる方

の立場でマンションの維持管理を行うこと等により、社会に貢献することを経営の基本方針として事業に取り組

んでおります。

　

(2)　中長期的な経営戦略及び対処すべき課題

　分譲マンション市場は、地価や資材価格の高騰に伴う販売価格の上昇や景気の先行きに対する不安等により顧客

の購入意欲が減退し、また、シングル層向けマンションの不動産投資市場は、金融市場の混乱の影響を受け低迷し

ております。

　このような事業環境のもと、当社グループは、以下の施策を実施することにより、「第55期利益計画」（平成21年

９月期）の確実な達成と将来の収益力の向上に向けて全社一丸となって取り組んでまいります。　

　なお、中期経営計画につきましては、現在策定中であり、確定後、速やかに公表いたします。

基本的な事業方針

　現在の厳しい事業環境が当面続くと予想される状況下、今一度原点に立ち返り、当社の創業以来の主力事業であ

る「マンション分譲事業」を改めて最重点事業と位置づけ、お客様の多様化するニーズに的確に対応した優良物

件を厳選していくことなどにより、業績の回復を図ってまいります。

　マンション分譲事業においては、自社販売体制を確立して「販売力の強化」を図るとともに、「商品戦略」「エ

リア戦略」を明確化することなどにより、収益力の向上に努めます。

①　マンション分譲事業

（イ）　販売力の強化（自社販売体制の確立）

　販売力の強化に向けて、販売部門の人員増強、販売員のスキルアップ等を図り、自社販売体制を確立しま

す。これを推し進めることにより、お客様の声を活かした商品企画をより一層充実させてまいります。

（ロ）　商品戦略

　消費者のライフスタイルの多様化に対応して、小世帯から高齢世帯までの様々なタイプのお客様に対応

できるように商品ラインナップを充実いたします。

・ファミリーマンション・コンパクトマンション

　長年培ってきた信用力と商品企画力をベースに、ファミリーマンション・コンパクトマンションによ

り一層注力いたします。

・シニア向けマンション

　高齢化に伴い需要の拡大が見込めるシニア向けのマンションに取り組んでまいります。

（ハ）　エリア戦略

　中期的に人口が増加し堅調な需要が見込まれる首都圏の事業に優先的に経営資源を投入して、首都圏エ

リアでの事業比率を高めるとともに、利便性の高い好立地物件を厳選することなどにより収益力の強化

を図ります。また、関西圏ではマンション市況の動向を見極めて慎重に対応することとし、名古屋営業所

は廃止いたします。

②　シングル層向けマンション事業

　当社はシングル層向けマンションを主力事業の一つとして積極的に展開し、業界屈指の供給実績を残してまい

りましたが、当面市場の先行きが不透明なことから、今後は市場動向を見極めながら、慎重に事業を進めてまい

ります。

③　不動産関連事業

　ニチモコミュニティ㈱において展開しておりますリフォーム、建物管理、賃貸管理事業等の不動産関連事業は

順調に成長しており、今後もグループ内の連携を深め、さらなる成長、収益力の向上に努めます。
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④　その他事業（リノベーション事業、仲介事業の展開）

　都市部に住みたいが新築物件には手が届かないというお客様に対応すべく、リノベーション事業を展開してま

いります。マンション分譲事業やリフォーム事業とのシナジー効果を高めた事業展開を行うことによって、当社

にとって新たな需要層を開拓してまいります。

　さらに、リノベーションやマンション分譲事業を通じて得る様々な情報を有効に活用すべく仲介事業を展開

し、フィービジネスの収益拡大を図ります。

⑤　コスト削減

（イ）　販売経費等の削減

　経費を徹底的に見直し、コスト削減を図ってまいります。販売経費については、前述のとおり自社販売体

制を確立して販売委託費を削減するとともに、効果的な広告展開を図り広告費等を削減します。また、名

古屋営業所の廃止や本社等の事務スペースの縮小等により、事務所経費の削減を図ります。

（ロ）　人件費の削減

　人員の適正配置、事務の効率化を図り、生産性を向上させるとともに、役員報酬の削減も含め人件費の削

減に努めてまいります。

(3)　株式会社の支配に関する基本方針

①　基本方針の内容

　当社では、グループ一体となって企業価値の確保・向上に努めておりますが、当社のブランド価値、企業価値の

源泉に対する理解に欠ける者が当社を買収して財務及び事業の方針の決定を支配し、短期的な経済的効率性の

みを重視して、中長期的視点からの継続的・計画的な経営方針に反する行為を行うことは、当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益が毀損されることにつながると考えております。

　従いまして、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては、当社の経営の基本理念及び企業

価値の源泉並びに当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主

共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考えております。

　当社は、上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引が原則であり、当社の支配権の移

転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えてお

り、当社の株式に対する大規模買付行為があった場合においても、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利

益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。

　しかしながら、当社の株式の大規模買付行為の中には、かかる行為の目的等が当社の企業価値ひいては株主共

同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主に当社株式の売却を事実上強要するおそれが

あるもの、当社や株主に対して当該行為に係る提案内容や代替案等を検討するための十分な時間や情報を与え

ないものなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する重大なおそれをもたらすものも想定されま

す。

　当社としては、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある大規模買付者は、

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては不適切であると考えます。

　そのため、当社取締役会は、万一、大規模買付者が現れた場合は、当該大規模買付者に買付の条件並びに買収後

の経営方針及び事業計画等に関する十分な情報を提供させて、当社の取締役会がその内容を検討のうえ、意見表

明あるいは代替案の提案をし、当社の株主が取締役会の意見又は代替案を含めて、大規模買付者の提案内容を検

討するための十分な時間を確保することが、最終判断者である株主の皆様から経営の負託を受けた当社取締役

会の責務であると考えております。
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②　当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み

　当社では、多数の投資家の皆様に長期的に継続して投資していただくため、当社グループの企業価値ひいては

株主共同の利益を確保・向上させるために以下のような取り組みを実施しております。

（イ）当社グループの企業価値の源泉

　当社グループは、常に「お客様第一主義」を貫き、安全で快適な住環境を実現したマンションを提供するこ

と等により、社会に貢献することを経営の基本方針として事業に取り組んでおり、また、ユニバーサルデザイ

ンをベースとした商品開発理念の「イデアデザイン」を掲げ、誰もが住みやすく生活の豊かさを実感できる、

安全かつ楽しい、そして環境にもやさしい住まいづくりに取り組んでおります。

　そうした事業展開の中で培われてきた「グループによる製・販・管・アフターまでの一貫体制」、「50年の

実績に裏付けられた情報ルートチャンネルの豊富さ」、「確かな技術力と徹底した顧客志向に基づいた商品

企画力」及び「品質にこだわるＤＮＡ（厳格な品質管理や施工状況の公開等）」の４つの要素が、当社グ

ループにとって企業価値の源泉となっております。

（ロ）中期経営計画と今後の事業展開

　当社グループは、平成15年11月に「中期経営計画」（平成15年10月～平成18年９月）を策定し、自社保有賃

貸事業からの撤退、マンション分譲事業への経営資源の集中と再構築、グループ会社の統合・改革、経費削減

等の諸施策を実行した結果、概ね計画どおりの収益を達成することができました。

　この「中期経営計画」における期間を「企業再生ステージ」と位置づけ、次の局面である「飛躍ステージ」

へのステップとして、平成18年11月に新たなる「中期経営計画＜Action for Growth＞」（平成18年10月～平成

21年９月）を策定し、当該計画における期間を持続的な利益成長とさらなる財務基盤の強化に注力していく

期間として位置づけておりましたが、その２期目である当期において、当社グループを取り巻く経営環境が急

激に悪化した影響等により、売上高、利益とも厳しい結果となりました。

　このような状況の下、当社グループは、現在、新たな中期経営計画を策定中であり、「３ 対処すべき課題　(2) 

中長期的な経営戦略及び対処すべき課題」に記載の基本的な事業方針に基づき、収益力の回復と健全な財務

基盤の構築に取り組んでまいります。

（ハ）コーポレートガバナンス（企業統治）の整備

　当社は、健全で透明性の高い企業経営をめざし、継続的に企業価値を増大させていくために、コーポレートガ

バナンスを充実させるための施策を実施しております。

　具体的には、取締役会を当社の経営方針の策定等の重要事項に関する意思決定と取締役の業務執行の監督を

行う機関として位置づけ、その意思決定に対し客観性及び合理性を担保するため、当社の経営陣から独立した

社外取締役１名を選任するとともに、経営の活性化を図るため、取締役の任期を１年とし、さらに、意思決定と

業務執行の機能を分離し、経営の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。

　コンプライアンスにつきましては、当社は複数の弁護士、税理士法人等を顧問とし、適法・公正な業務運営の

確保に努めております。また、取締役会で決議した内部統制システムの基本方針に基づいて「コンプライアン

ス委員会」を設置するなど、グループ全体でコンプライアンスを推進するための体制を整備しております。さ

らに、社内通報制度「コンプライアンス・ホットライン」を導入し、役職員相互の牽制機能、コンプライアン

ス意識の向上に努めております。
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③　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取組み

　当社は、平成19年11月14日の当社取締役会において、当社株式の大規模買付行為に関する対応策（以下、本プラ

ンといいます。）を、株主総会で承認されることを条件として導入することを決議し、平成19年12月20日開催の

当社第53回定時株主総会において、本プランを導入することの承認を得ております。

　なお、大規模買付行為とは、特定株主グループ（当社株券等の保有者及びその共同保有者又は当社株券等の買

付け等を行う者及びその特別関係者）の議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の買付行

為、又は、結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為（いずれについて

もあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的方法の如何を問いませ

ん。）をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。

　本プランの詳細につきましては、平成19年11月14日付「会社の支配に関する基本方針および当社株式の大規模

買付行為に関する対応策（買収防衛策）について」として公表しております。このプレスリリースの全文につ

きましては、当社ホームページ（http://www.nichimo.com/ir/image/kaiji/pdf/20071114.pdf）をご参照下さい。

本プランの概要

（イ）大規模買付ルールにおける手続き

　大規模買付者には、大規模買付行為の実行に先立ち、当社取締役会に対して、所定の事項及び大規模買付

ルールを遵守する旨の誓約文言を記載した書面（以下「意向表明書」といいます。）を提出した後、当社取

締役会から交付されるリストに基づいて、大規模買付行為の検討に必要な情報（以下「本必要情報」とい

います。）を回答期限までに当社取締役会に提出していただきます。なお、当社取締役会は、提出された本必

要情報の内容が不十分であると判断した場合には、大規模買付者に対し、適宜合理的な回答期限を定めた

上、必要情報を追加的に提出するよう要求いたします。

　当社取締役会が定める本必要情報は以下のとおりです。

（a）大規模買付者及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及び組合員その他の構成員（ファンドの

場合）を含みます。）の詳細（具体的名称、資本構成、事業内容及び財務内容等を含みます。）

（b）大規模買付行為の目的、方法及び内容（大規模買付行為における対価の価額・種類、大規模買付行

為の時期、関連する取引の仕組み、大規模買付行為の方法の適法性、大規模買付行為の実現可能性等

を含みます。）

（c）大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある場合にはその

内容

（d）大規模買付行為に係る買付等の対価の算定根拠（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に

用いた数値情報及び大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの

内容とその算定根拠、そのうち少数株主に対して分配されるシナジーの内容を含みます。）

（e）大規模買付行為に係る買付等のための資金の裏付け（大規模買付行為の資金の提供者（実質提供者

を含みます。）の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。）

（f）大規模買付行為の完了後の当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策

（g）大規模買付行為の完了後における当社の従業員、取引先、顧客その他の当社に係る利害関係者の処

遇方針

（h）当社のその他の株主との利益相反を回避するための具体的方策

　(i）その他当社取締役会又は独立委員会が合理的に必要と判断する情報

　当社取締役会は、大規模買付者が本必要情報の提供を完了した後、本必要情報を評価・検討の上、当該大規

模買付行為に対する意見形成、大規模買付者との買収条件に関する交渉、代替案の策定等を行います。

　なお、当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じて、本必要情報の提供を完了した日から60

日間又は90日間の評価期間（以下、「取締役会評価期間」といいます。）を設定し、大規模買付行為は、取締

役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。

　なお、当社取締役会が取締役評価期間満了時までに、大規模買付行為に対する対抗措置の発動又は不発動

に関する決議を行うに至らない場合には、合理的な範囲内（30日間を超えないものとします。）で、評価期

間を延長する旨の決議を行います。
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（ロ）大規模買付行為がなされた場合の対応方針

　大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置

は発動いたしません。

　なお、当社取締役会が、本必要情報を十分に評価・検討した結果、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益に資すると判断した場合には、その旨の意見表明を行います。

　大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合、或いは大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した

場合であっても大規模買付行為が以下の類型に該当すると認められる場合には、当社取締役会は、新株予約

権無償割当て又は会社法その他の法律及び当社の定款上認められるその他の対抗措置をとることがありま

す。

　対抗措置として無償割当により新株予約権を発行する場合の概要は（ホ）に記載のとおりです。

（a）株式等を買い占め、その株式等について当社に対して高値で買取りを要求する場合

（b）当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等、当社の犠牲の下に大規

模買付者の利益を実現する経営を行うような場合

（c）当社の資産を大規模買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する場合

（d）当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その処

分利益をもって一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って高値

で売り抜ける場合

（e）いわゆる強圧的二段階買収（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件

を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うことをいう。）等、株主

に株式等の売却を事実上強要するおそれがあると判断される場合

（f）大規模買付者が当社の経営を支配したことにより、当社の株主はもとより、顧客、従業員、取引先、地

域社会その他の利害関係者の利益を含む当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう

と判断される場合

（g）大規模買付者の提案する当社の株式等の買付条件（対価の価額、種類、対価の価額の算定根拠等）

並びに買付の内容、時期、及び方法等が当社の企業価値に鑑み、著しく不十分又は不適当である場合

（h）大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると、合理的な根拠をもって

判断される場合

（i）その他、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損するおそれがあることが、客観的かつ合理的

に推認できる場合であり、かつ当該時点で対抗措置を発動しない場合には、企業価値・株主共同の

利益の毀損を回避できない、あるいは、そのおそれがあると認められる場合

　なお、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観

性及び合理性を担保するため、当社の経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会を設置いたし

ました。

　大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か、対抗措置を発動すべきか否か及び本プランの修正を

行うべきか否かの判断にあたっては、当社取締役会は必ず独立委員会に諮問し、独立委員会はこの諮問に基

づき、それらの是非等を審議・決議したうえで、当社取締役会に対して勧告を行うものとします。当社取締

役会は、外部専門家等の助言等を参考にしたうえで、独立委員会の勧告を最大限に尊重し、対抗措置の発動

の適否・内容等を決定します。

　なお、当社取締役会が、対抗措置を講ずることを決定した後、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回又

は変更を行った場合等、対抗措置の発動が適切でないと取締役会が判断した場合には、独立委員会の助言、

意見又は勧告を十分に尊重した上で、対抗措置の発動の停止又は変更等を行うことがあります。

（ハ）株主・投資家に与える影響等

　対抗措置の発動時には、大規模買付者以外の株主様が、法的権利及び経済的側面において格別の損失を被

るような事態は想定しておりませんが、対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合には、株主様ご

自身が、権利行使期間内に所定の新株予約権の行使手続きを行わなければ、他の株主の皆様による当該新株

予約権の行使により、その保有する当社株式の法的権利又は経済的権利が希釈化されることになります。

　ただし、当社が当社株式を対価として本新株予約権の取得の手続きを取った場合、新株予約権の行使価額

相当の金銭を払い込むことなく、当社株式を受領するため格別の不利益は発生しません。
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（ニ）本プランの有効期限等

　本プランの有効期間は、平成22年12月に開催される第56回定時株主総会の終結の時までとし、以降、本プラ

ンの継続については３年ごとに定時株主総会の承認を経ることとしております。

　本プランは、その有効期間中であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、

又は株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場

合には、その時点で廃止されるものとしております。また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であって

も、独立委員会の勧告を最大限尊重して、本プランを修正又は変更する場合があります。

（ホ）新株予約権無償割当ての概要

　本プランにおいて、対抗措置として新株予約権無償割当を行う場合の概要は以下のとおりです。

（a）新株予約権は、割当期日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主に対

し、その所有する当社株式（ただし、当社の所有する当社株式を除く。）１株につき１個の割合で割

当てます。

（b）新株予約権の目的となる株式の総数は、割当期日における当社発行可能株式総数から当社の発行済

株式（当社の所有する当社普通株式を除く。）の総数を減じた株式数を上限とします。新株予約権

１個当たりの目的となる株式の数は、当社取締役会が別途定める数とします。

（c）新株予約権の発行総数は、当社取締役会が別途定める数とします。

（d）各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、当該出資される財産の当社株式１株当た

りの価額（払込みをなすべき額）は１円以上で当社取締役会が定める額とします。

（e）新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。

（f）議決権割合が20％以上の特定株主グループに属する者（ただし、予め当社取締役会が同意したもの

を除く。）でないことを行使条件とします。

（g）行使期間は、新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定めた日を初日（以下、かか

る行使期間の初日を「行使期間開始日」という。）とし、１ヶ月から３ヶ月までの範囲で新株予約

権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める期間とします。

（h）新株予約権の取得条項につきましては、次のとおりです。

　当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権のうち新株予約権を行使すること

ができない者が保有する新株予約権を除いた新株予約権を取得することができ、この場合には、当社は

当該新株予約権を取得するのと引換えに、当社株式を交付するものとします。

　当社は、新株予約権の効力発生日から、行使期間開始日の前日までの間においては、当社が新株予約権

を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日の到来

をもって、全ての新株予約権を無償で取得することができるものとします。

（i）新株予約権証券は発行しないものとします。

④　具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

　前記②（ロ）及び（ハ）に記載の「中期経営計画」や「コーポレートガバナンスの整備」は、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための具体的方策として策定されたものであり、当社の基本方針

に沿うものであります。

　また、本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を目的として導入されたもので、当社

の基本方針に沿うものであります。

　本プランは、「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める３原則

に適合していること、合理的かつ客観的な発動要件が設定されていること、第53回定時株主総会において株主の

皆様の承認を得ていること及び本プランの廃止について取締役の選任を通じて株主としての意思表示ができる

仕組みになっていること等株主意思を尊重するものであること、経営陣から独立した者のみから構成される独

立委員会を設置し、対抗措置の発動の判断において独立委員会の勧告を最大限尊重すること、いわゆるデッドハ

ンド型買収防衛策及びスローハンド型買収防衛策ではないこと等により、その公正性、客観性が担保されてお

り、高度の合理性を有し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目

的とするものではありません。
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４【事業等のリスク】

　当社グループの事業及び経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項

には以下のようなものがあります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものです。

　

(1)　市場変動

　当社グループは、マンションに関わる事業をコアとしており、首都圏及び近畿圏を中心としたマンション市場に

おける需給の急激な悪化及び価格競争など、市場が大きく変動した場合には業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

(2)　不動産関連法制の変更

　将来において、宅地建物取引業法、建築基準法・都市計画法その他不動産関連法制が変更された場合には、新たな

義務の発生、費用負担の増加などにより、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(3)　不動産関連税制の変更

　将来において、不動産関連税制が変更された場合には、不動産の取得・売却時のコスト増加、また、住宅購入顧客

の購買意欲の減退などにより、業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

(4)　瑕疵担保責任

　品質管理には万全を期しておりますが、当社グループが開発・販売するマンションなどにおいて、瑕疵担保責任

による損害賠償責任が発生した場合は、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(5)　金利変動

　今後、金利が上昇した場合には、資金調達コストの増加や住宅購入顧客の購買意欲の減退などにより、業績に影響

を及ぼす可能性があります。

５【経営上の重要な契約等】

　当連結会計年度において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。

７【財政状態及び経営成績の分析】

(1）財政状態

　当連結会計年度末における資産合計額は79,024百万円となり、前連結会計年度末比834百万円（1.0％）の減少とな

りました。これはたな卸資産が増加したものの、現金及び預金が減少したこと並びに現先貸付金が回収により減少

したことなどによるものであります。

　また、当連結会計年度末における負債合計額は77,781百万円となり、前連結会計年度末比9,870百万円（14.5％）の

増加となりました。これは借入金の増加などによるものであります。

　当連結会計年度末における純資産合計額は1,243百万円となり、前連結会計年度末比10,704百万円（89.6％）の減少

となりました。これは当期純損失の計上などによる利益剰余金の減少などによるものであります。

(2）経営成績

　当連結会計年度は、請負工事事業やその他事業が売上高及び営業利益が前年同期と比して増加したものの、不動産

販売事業が市場低迷の影響を受け販売契約が計画どおりに進捗しなかったことなどにより、売上高は35,387百万円

と前年同期比31,123百万円（46.8％）の減少となりました。経常損失は8,951百万円（前年同期は2,820百万円の経常

利益）となり、財務の健全性を重視し連結財務諸表提出会社の繰延税金資産を全額取崩したことから、当期純損失

は10,256百万円（前年同期は2,698百万円の当期純利益）となりました。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当社グループは当連結会計年度において重要な設備投資は行っておりません。

２【主要な設備の状況】

(1）提出会社
　 平成20年９月30日現在

事業所名
（所在地）

事業の種類別　　　セ
グメント　　　　の名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）

従業員数
（人）

建物
及び構築物
（面積㎡）

その他 合計

本社

（東京都千代田区)

不動産販売

全社
事務所他

32

[1,469]
17 50 141

大阪支店

（大阪市北区）

不動産販売

全社
事務所他

13

[630]
8 21 41

合計 　 　
45　

[2,099]
26 72 182

(2）国内子会社
　 平成20年９月30日現在

会社名
事業所名
（所在地）

事業の種類別
セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）

従業員数
（人）

建物　　　　及び
構築物
（面積㎡）

その他 合計

ニチモコミュニ

ティ㈱

本社他

(東京都千代田区他）

請負工事

その他

全社

事務所他
22

[2,018]
11 33 162

ニチモアセットマ

ネジメント㈱

本社

(東京都千代田区) 

　

その他 

　

事務所他 
4

[161]
1 5 2

合計 　 　 　
26

[2,180]
12 39 164

　（注）１　帳簿価額のうち「その他」は車両、器具備品であります。

２　建物及び構築物欄の［　］内の数値は賃借中の建物の面積（㎡）を示しております。

３　帳簿価額は、減損損失計上後の金額であります。

４　上記のほか、主要な賃借中の不動産転貸用建物は次のとおりであります。

　 平成20年９月30日現在

会社名 事業部門の名称 設備の内容 面積（㎡） 摘要

ニチモコミュニティ㈱ 不動産賃貸 賃貸施設 10,448 中高層住宅13棟

５　上記金額は、消費税等を含んでおりません。

　

３【設備の新設、除却等の計画】

　当社グループでは当連結会計年度末において、重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 500,000,000

計 500,000,000

　

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在　　　　　　発行

数（株）
（平成20年９月30日）

提出日現在　　　　　　　　
発行数（株）

（平成20年12月25日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 195,834,571 195,834,571

東京証券取引所

（市場第二部）

大阪証券取引所

（市場第一部）

－

計 195,834,571 195,834,571 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

 　　　　 該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成15年12月26日

（注）１
－ 60,758 － 14,687 △807 －

平成16年２月13日

（注）２
－ 60,758 △14,677 10 － －

平成16年３月23日

（注）３
44,433 105,191 4,443 4,453 4,443 4,443

平成16年３月23日

（注）４
－ 105,191 9 4,463 △9 4,433

自　平成16年４月１日

至　平成16年９月24日

（注）５

19,717 124,908 － 4,463 － 4,433

平成16年12月22日

（注）６
－ 124,908 － 4,463 △4,433 －

平成17年２月８日

（注）７
－ 124,908 △3,013 1,449 － －

自　平成17年１月18日

至　平成17年５月30日

（注）８

29,648 154,557 2,501 3,950 498 498

自　平成18年２月22日

至　平成18年４月20日

（注）９

50,722 205,279 7,300 11,250 － 498

平成18年５月20日

（注）10
△31,288 173,991 △9,386 1,863 － 498

自　平成18年８月24日

至　平成18年９月28日

（注）11

21,843 195,834 2,200 4,063 － 498

１　平成15年12月26日開催の定時株主総会の決議により、資本準備金807百万円を取崩し、欠損填補に充てており

ます。

２　平成15年12月26日開催の定時株主総会の決議により、欠損填補のため資本減少を行い、資本金が14,677百万円

減少しております。

３　平成16年３月23日各種優先株式の発行により、発行済株式総数が44,433千株、資本金が4,443百万円、資本準備

金が4,443百万円増加しております。

　 （発行株式数） （発行形態） （割当先） （発行価格） （資本組入額）

第一種優先株式 17,476千株 有償 第三者割当 株式会社横浜銀行、

株式会社みずほコー

ポレート（現株式会

社みずほコーポレー

ト銀行）

200円 100円

第二種優先株式 13,812千株 有償 第三者割当 株式会社りそな銀行 200円 100円

第三種優先株式 5,495千株 有償 第三者割当 株式会社横浜銀行、

株式会社みずほコー

ポレート（現株式会

社みずほコーポレー

ト銀行）

200円 100円

第四種優先株式 7,650千株 有償 第三者割当 株式会社りそな銀行 200円 100円

４　平成16年３月３日開催の取締役会の決議により、資本準備金９百万円を資本金に組入れております。資本金が

９百万円増加し、資本準備金が９百万円減少しております。
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５　平成16年４月１日から平成16年９月24日までの間に、第三種優先株式及び第四種優先株式の普通株式への転

換により、第三種優先株式5,495千株及び第四種優先株式7,650千株がそれぞれ減少し、普通株式32,862千株が

増加しております。その結果、発行済株式総数は19,717千株増加し、124,908千株となっております。

６　平成16年12月22日開催の定時株主総会の決議により、資本準備金を全額取崩し、欠損填補に充てております。

７　平成16年12月22日開催の定時株主総会の決議により、欠損填補のため資本減少を行っております。資本金が

3,013百万円減少しております。

８　平成17年１月18日から平成17年５月30日までの間に、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第２回

無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により、普通株式が29,648千株、資本金が2,501百万

円、資本準備金が498百万円それぞれ増加しております。

９　平成18年２月22日から平成18年４月20日までの間に、第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約

権行使により、普通株式が50,722千株、資本金が7,300百万円それぞれ増加しております。

10　平成18年４月12日開催の臨時株主総会の決議により、第一種優先株式及び第二種優先株式の有償消却のため

資本減少を行っております。第一種優先株式17,476千株及び第二種優先株式13,812千株がそれぞれ減少し、発

行済株式総数が31,288千株、資本金が9,386百万円それぞれ減少しております。

11　平成18年８月24日から平成18年９月28日までの間に、第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約

権行使により、普通株式が21,843千株、資本金が2,200百万円それぞれ増加しております。

（５）【所有者別状況】

　 平成20年９月30日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数1,000株）
単元未満　
株式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品　
取引業者

その他の　
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 13 35 180 41 － 13,698 13,967 －

所有株式数

（単元）
－ 8,264 3,604 27,118 5,952 － 150,723 195,661 173,571

所有株式数の

割合（％）
－ 4.23 1.84 13.86 3.04 － 77.03 100 －

　（注）１　自己株式60,314株は、「個人その他」に60単元、「単元未満株式の状況」に314株を含めて記載しております。

２　証券保管振替機構名義の株式が、「その他の法人」に12単元含まれております。

（６）【大株主の状況】

　 平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社ユニマットホール

ディング
東京都港区南青山二丁目12番14号 4,028 2.06

株式会社奥村組 大阪市阿倍野区松崎町二丁目2番2号 3,516 1.80

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町二丁目2番1号 3,000 1.53

旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 2,831 1.45

吉井　立彦 千葉市美浜区 2,585 1.32

竹下産業株式会社 大阪市北区梅田一丁目1番3-900号 2,379 1.21

小林　實夫 長野県中野市 2,342 1.20

石島　直明 東京都練馬区 2,335 1.19

 永大産業株式会社  大阪市住之江区平林南二丁目10番60号 2,000 1.02

ニチモ社員持株会 東京都千代田区神田美土代町7番地 1,805 0.92

計 － 26,822 13.70
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 　　　　　　 － 　　　　　　　－ －

議決権制限株式（自己株式等） 　　　　　　 － 　　　　　　　－ －

議決権制限株式（その他） 　　　　　　 － 　　　　　　　－ －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式     60,000
　　　　　　　－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式195,601,000 195,601　 －

単元未満株式 普通株式    173,571 　　　　　　　－
一単元（1,000株）未

満の株式

発行済株式総数 195,834,571 　　　　　　　－ －

総株主の議決権 　　　　　 　－ 195,601 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の「株式数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が12,000株含まれており、

「議決権の数」の欄には、当該株式に係る議決権の数12個が含まれております。

②【自己株式等】

　 平成20年９月30日現在

所有者の氏名　
又は名称

所有者の住所
自己名義　　　所
有株式数（株）

他人名義　　　　所
有株式数（株）

所有株式数の　
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式の
割合（％）

（自己保有株式） 　     

ニチモ株式会社
大阪市北区堂島浜

一丁目４番４号
60,000 － 60,000 0.03

計 － 60,000 － 60,000 0.03

（８）【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】　会社法第155条第７号による普通株式の取得
（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（千円）

当事業年度における取得自己株式 3,896 166

当期間における取得自己株式 867 8

　（注）　当期間における取得自己株式には、平成20年12月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式数は含まれておりません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（千円）

株式数（株）
処分価額の総額
（千円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得

自己株式
－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 60,314 － 61,181 －

　（注）　当期間における保有自己株式数には、平成20年12月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含まれておりません。
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３【配当政策】

　当社は株主に対する利益還元を経営の最重要政策の一つと位置付けております。各事業年度の業績に対応した利益

配分を基本として安定した株主配当を維持するとともに、財務体質の強化を図るための内部留保の充実等も勘案し

て、剰余金の配当を決定することとしております。

　当社は、剰余金の配当を期末配当の年１回とすることを基本的な方針としており、この剰余金の配当の決定機関は、

株主総会であります。

　当事業年度は、当期純損失により期末配当は見送らせていただきますが、安定収益の確保と財務基盤の強化に向けて

役職員一同全力を挙げて業務に取り組み、1日も早い復配を目指す所存であります。

　

４【株価の推移】

①【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期

決算年月 平成16年９月 平成17年９月 平成18年９月 平成19年９月 平成20年９月

最高（円） 191 179 234 119 87

最低（円） 34 71 100 72 12

　（注）　最高・最低株価は、平成15年10月１日から平成16年１月31日までは東京証券取引所市場第一部、平成16年２月１

日から平成20年９月30日までは同取引所市場第二部におけるものであります。

②【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成20年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 46 47 42 37 29 20

最低（円） 40 41 34 25 15 12

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役社長

代表取締役
　 辻　征二 昭和20年１月９日生

昭和42年４月 株式会社大和銀行（現株式

会社りそな銀行）入行

(注)３ 154

平成７年６月 同行取締役に就任、東京融

資部長

平成10年６月 同行常務取締役に就任、東

京営業部長

平成11年11月 当社顧問

平成11年12月 当社代表取締役社長に就任

（現）

専務取締役

執行役員

住宅事業本部

長

湯川　均 昭和28年７月18日生

昭和54年４月 当社入社

(注)３ 111

平成元年10月 当社開発企画事業部企画室

長

平成11年10月 当社関東住宅事業部長

平成12年12月 当社執行役員（現）

平成13年10月 当社住宅事業本部長（現）

平成13年12月 当社取締役に就任

平成17年12月 当社常務取締役に就任

平成19年12月 当社専務取締役に就任

（現）

常務取締役

執行役員

大阪支店長

兼関西住宅事

業部担当

杉町　信 昭和27年11月９日生

昭和51年４月 株式会社大和銀行（現株式

会社りそな銀行）入行

(注)３ 69

平成９年４月 同行東大阪支店長

平成11年５月 同行渉外部次長

平成13年４月 当社社長室長

平成15年12月 当社常務取締役に就任

（現）、執行役員（現）、経

営管理部・関連会社担当

平成16年４月 当社管理部・財務経理部担

当

平成18年７月 当社IR室担当

平成19年12月 大阪支店長（現）、関西住

宅事業部担当（現）

常務取締役

執行役員

企画部長

兼総務部・関

連会社担当

髙橋　幸孝 昭和29年12月26日生 

昭和54年４月 当社入社

(注)３ 91

平成10年10月 当社関東住宅事業部管理部

長

平成11年10月 当社社長室経営管理部長

平成13年12月 当社執行役員（現）、社長

室経営企画部長 

平成15年12月 当社取締役に就任、企画部

長（現）、財務経理部担当

平成16年４月 当社総務部・関連会社担当

（現）

平成19年12月 当社常務取締役に就任

（現）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役 　 中川　文夫 昭和27年7月21日生

昭和50年４月 旭化成工業株式会社（現　

旭化成株式会社）入社

(注)３ 2

平成13年４月

　

同社延岡総務勤労部長

平成17年６月 旭化成建材株式会社常勤監

査役

平成19年６月 同社取締役兼常務執行役員

 建築資材事業部長(現）

平成19年12月 当社取締役に就任（現）

取締役

執行役員

 財務経理部長 

 兼IR室長

木田　臣哉 昭和33年1月19日生

昭和55年 4月 当社入社

(注)３ 51

平成14年 4月 当社経理部財務部長

平成15年12月 当社執行役員、財務経理部

長（現）

平成18年 7月 当社IR室長（現）

平成18年12月 当社常務執行役員

平成19年12月

　

当社取締役に就任（現）、

執行役員（現）

取締役

執行役員

 住宅事業本部

 副本部長兼販

 売統括部長

寒川　祐二 昭和32年5月30日生

昭和55年 4月 当社入社

(注)３ 42

平成14年 4月 当社住宅事業本部開発第1

部長

平成15年12月 当社執行役員、住宅事業本

部副本部長（現）

平成16年12月 当社住宅事業本部開発第1

部・開発第2部担当

平成18年12月 当社常務執行役員、住宅事

業本部アフターサービスセ

ンター担当

平成19年10月 当社住宅事業本部開発第3

部・開発第4部担当

平成19年12月 当社取締役に就任（現）、

執行役員（現）

平成20年10月 当社販売統括部長（現）

常勤監査役 　 門内　靖彦 昭和19年３月９日生

昭和41年４月 株式会社横浜銀行入行

(注)４ 59

平成３年６月 同行取締役に就任、法人営

業第２部長

平成８年９月 横浜シティ証券株式会社代

表取締役常務取締役に就任

平成11年４月 株式会社横浜銀行顧問

平成11年12月 当社常勤監査役に就任

（現）

常勤監査役 　 美和　久則 昭和23年７月20日生

昭和47年３月 当社入社

(注)５ 91

平成10年７月 当社経理部長

平成10年12月 当社取締役に就任

平成12年12月 当社執行役員

平成14年12月 当社常務取締役に就任、管

理部門・関連会社担当

平成15年12月 当社常勤監査役に就任

（現）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

常勤監査役 　 森　保人 昭昭和23年７月４日生

昭和47年３月 株式会社長谷川工務店（現

株式会社長谷工コーポレー

ション）入社

(注)５ 81

平成11年６月 株式会社長谷工都市開発代

表取締役社長に就任

平成12年７月 当社顧問

平成12年８月 当社大阪支店長

平成12年12月 当社取締役に就任、執行役

員関西住宅事業部担当

平成13年12月 当社常務取締役に就任

平成19年12月 当社常勤監査役に就任

（現）

監査役 　 大宮　正 昭和18年9月29日生

昭和42年４月 通商産業省入省

(注)５ 8

平成２年７月 通商産業省大臣官房企画室

長

平成２年12月 京都府副知事

平成５年６月 通商産業省大臣官房審議官

平成６年12月 同省大臣官房商務流通審議

官

平成８年７月 日本貿易振興会理事

平成12年７月 三菱自動車工業株式会社執

行役員、経営戦略室副室長 

平成13年６月 大日本スクリーン製造株式

会社社外取締役

平成14年６月 三菱自動車工業株式会社常

務執行役員

平成18年２月 弁護士登録＜第二東京弁護

士会所属＞（現）あさひ・

狛法律事務所　弁護士

平成19年７月 西村あさひ法律事務所　弁

護士（現）

平成19年12月 当社監査役に就任（現）

　 　 　 　 計 　 759

　（注）１　取締役中川文夫は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

 　　　 ２　監査役門内靖彦、監査役大宮正は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

　　　　３　選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。

 　　　　　　（平成20年12月18日開催の定時株主総会にて選任）

 　　　 ４　選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。

 　　　　　　（平成18年12月21日開催の定時株主総会にて選任）

 　　　 ５　選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。

　　 （平成19年12月20日開催の定時株主総会にて選任）
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、健全で透明性の高い企業経営をめざし、継続的に企業価値を増大させていくことが経営上、最も重要な課題

と考えており、これらの実現のために、コーポレート・ガバナンスの充実に関する以下の施策を実施しております。

(1)　会社の機関の内容

①　会社の機関の基本説明

　取締役会は、原則月１回の開催としており、法令等が求める専決事項、その他重要事項、経営方針等に関する意思

決定と取締役の業務執行の監督を行っております。取締役会は、取締役７名、うち社外取締役１名で構成し、取締

役の任期は、経営活性化を目的として１年と定めております。

　経営会議は、原則月１回の開催としており、取締役会審議事項の事前審議、並びに取締役会が委譲した権限の範

囲内での重要な業務執行に関する案件の審議・検討を行っており、構成員は、取締役、執行役員及びグループ会社

の代表取締役等としております。

　当社は監査役制度を採用しており、各監査役は監査役会が定めた監査方針に基づき、グループ全体の業務及び財

産状況の調査をはじめ、取締役会及び経営会議に出席して必要な意見を述べ、取締役会の意思決定、取締役の業務

執行を監査しております。監査役会は、監査役４名、うち社外監査役２名で構成しております。

②　内部監査及び監査役監査の状況

　当社は、関係会社を含めた業務の適正性、妥当性及び遵法性等を監査する目的で内部監査部門（人員４名）を設

置しております。また、会計監査人の指摘事項についてのフォロー、改善状況等の確認を行っております。

　監査役は、内部監査部門及び会計監査人から必要な報告を受け、意見交換を行うなど、監査の実効性の向上をめ

ざしております。

③　会計監査の状況

　当社は、会社法監査と金融商品取引法監査について、恒栄監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人

及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間に特別の利害関係はありません。

・業務を執行した公認会計士の氏名、継続監査年数等

氏名 所属する監査法人 継続監査年数

代表社員

業務執行社員
岡村　年起 恒栄監査法人 13

代表社員

業務執行社員(注)
椿本　雅朗 恒栄監査法人 －

代表社員

業務執行社員
白江　伸宏 恒栄監査法人 －

　　　(注)　業務執行社員の椿本雅朗は、中間連結財務諸表及び中間財務諸表に係る監査の業務執行社員であり

ます。

・会計監査業務に係る補助者の構成

公認会計士３名、会計士補１名

④　社外取締役と社外監査役との関係

　社外取締役１名と当社との間に特別な利害関係はありません。

　また、社外監査役２名と当社との間に特別な利害関係はありません。

⑤　外部機関

　当社は、複数の弁護士、税理士並びに税理士法人と顧問契約を結び、日常業務又は経営判断上必要な指導・助言

等を適宜受けております。また、監査法人とも監査契約を締結し、法令に基づく公正な会計監査を実施しておりま

す。
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⑥　内部統制システムを含むコーポレート・ガバナンスの体制（図式）

　

(2）内部統制システムとリスク管理体制の整備の状況

  当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について取締役会において決

議しております。その概要は以下のとおりであります。

①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社の企業理念に基づき、すべての役職員は、法令、定款及びその他社内規則等を遵守し、行動しております。そ

の更なる徹底を図るため、「コンプライアンス委員会」が全役職員を対象とするコンプライアンス等に関する

教育・研修を随時実施するなど、全社のコンプライアンスの取り組みを横断的に統括しております。

・また、法令や社内規則等に対する違法行為や潜在的なリスクに対する組織としての自浄機能を向上させること

を目的に導入した社内通報制度「コンプライアンス・ホットライン」を通じ、役職員相互の牽制機能、コンプ

ライアンス意識の向上に努めております。

・内部監査部門は、定例又は臨時の内部監査を実施するとともに、「コンプライアンス委員会」、「コンプライア

ンス・ホットライン」等の制度が適正に機能しているか否かについて監査を実施しております。

・更に、金融商品取引法に規定されている内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、財務報告に係る内部統

制システムの構築を図っております。　

・こうした活動は、適宜、取締役会及び監査役会に報告し、上記体制の充実に努めております。

②　取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　平成19年３月に取締役会の承認を得て改定した文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は

電磁情報により電磁的に記録し、保存しております。取締役及び監査役は、文書管理規程により、これらの文書

等を閲覧できるものとしております。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・「コンプライアンス委員会」がグループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理し、リスクカテゴリー毎の責任

部署、管理方法等を定めるなど、リスク管理体制を明確化しております。コンプライアンス委員会主導の下、定

期的にグループ全体のリスクを洗い出し管理している他、平成20年６月からは情報漏洩に備え、送信メールの

モニタリング制度を導入しております。また、内部監査部門が各部署毎のリスク管理の状況を監査し、適宜、取

締役会等に報告しております。

・なお、不測の事態が生じた場合には、危機管理規程に基づき、社長を本部長とする「危機対策本部」を設置し、

迅速な対応を行い、被害の拡大を防止しこれを最小限に抑える体制を整えております。
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④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・決裁権限規程に基づく職務権限及び意思決定ルールを遵守し徹底することなどにより、取締役の職務の執行が

適正かつ効率的に行われるよう努めております。

・取締役は、原則月１回開催する定例取締役会、必要に応じて開催する臨時取締役会において、会社法等が求める

専決事項、その他重要事項、経営方針等に関する意思決定を行っております。また、意思決定と業務執行の機能

を分離し、経営の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。業務執行取締役は、定例取締役会におい

て、会社法等の定めに基づいて、業務執行状況の報告を行っております。

・取締役会で審議を行う前に、経営会議を開催し、取締役会審議事項の事前審議、並びに取締役会が委譲した権限

の範囲内での重要な業務執行に関する案件の審議又は検討を行うことにより、取締役会における審議が充実

し、かつ円滑に行われるよう努めております。

・取締役会は、上記の体制を確保するため、業務の実態に合わせて取締役会決議事項等の見直しを図っておりま

す。また「取締役会規程」、「決裁権限規程」その他必要な規程等の改定を適宜行い、社内規程体系の整備を進

めております。

⑤　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・当社の所管部門において、子会社に対する必要な統制を行っております。更に、当社及び子会社がそれぞれ開催

する経営会議に、相互に特定の取締役が出席することにより、経営上の目標や課題の共有化を図るとともに、当

社・子会社間の情報伝達の迅速化を確保しております。

・当社が実施する取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理、内部監査部門が実施する定例及び臨時の内部監

査、「コンプライアンス委員会」、「コンプライアンス・ホットライン」等の体制や制度は、子会社に対しても

適用又は対象とし、企業集団として一体的に業務の適正化を確保しております。

⑥　監査役の職務を補助すべき使用人の設置及び独立性に関する事項

  監査役の職務を補助する使用人は当面設置しないこととしております。

ただし、監査役から当該使用人の設置を求められた場合、監査役の職務を補助する使用人又は専属部署の設置、

使用人の取締役からの独立性に関する事項などを具体的に定めることといたします。

⑦　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

・取締役及び使用人が監査役会に報告すべき事項は下記のとおりに定めております。

ⅰ　取締役会・経営会議決議及び代表取締役の決裁に関する事項

ⅱ　会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

ⅲ　役職員による法令・定款違反、訴訟、不祥事等に関する事項

ⅳ　その他コンプライアンス上重要と判断した事項

・上記の報告に関する体制を適正に確保するため、「コンプライアンス委員会」等は必要な規程の制定・整備を

関係部署に指示、又は自らそれを行っており、また、その活動状況を随時、監査役会に報告しております。また、

訴訟・係争案件や内部統制事項についても、所管部署より定例の監査役会にて報告しております。

⑧　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・内部監査部門は、内部監査の実施計画の事前説明、内部監査の結果等の報告を行い、意見を求め、また、追加監査

の実施要請等を受けることなどにより、監査役会との連携を図り、監査役監査の実効性の確保と向上に協力し

ております。

・監査役は、会社法等の定めに基づいて、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行に関す

る監視・監督を行うことにより、監査役監査の実効性の確保に努めております。

・また、監査役は、必要に応じて、業務執行取締役、重要な使用人及び関係部門などに対し、調査やヒアリングを実

施し、代表取締役社長、子会社監査役及び監査法人とも、それぞれ定期的に意見交換会を開催しております。

⑨　反社会的勢力を排除するための体制

・反社会的勢力及び団体に対しては、グループ各社の全ての役職員が守るべき「行動指針」に基づき毅然とした

対応をし、これらと関係のある先とはいかなる取引も行っておりません。

・総務部を対応部署として、平素より所轄警察署及び外部専門機関より関連情報を収集し、反社会的勢力を排除

する体制の整備を推進しております。

　

(3)　責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任

を限定する契約を締結しております。社外取締役及び社外監査役の当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法

令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の

原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
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(4)　取締役の定数

　当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

　

(5)　取締役の選任に関する決議要件　

　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

　

(6)　自己株式の取得

　当社は、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取

引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

　

(7)　取締役及び監査役の責任免除　

　当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１項の規定に

より、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の

損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。

　

(8)　株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。

これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とす

るものであります。

　

(9)　役員報酬の内容

取締役及び監査役に対する報酬（年額）

　 人数 報酬額 報酬限度額

取締役 ８名 105百万円 180百万円

監査役 ５名 42百万円 48百万円

　（注）１　当事業年度末在籍人員は、取締役７名、監査役４名であります。

２　当事業年度より役員退職慰労引当金を計上しており、上記報酬額には当事業年度に係る次の役員退

職慰労引当金繰入額が含まれております。

　取締役６名　22百万円

　監査役４名　６百万円

また、次の過年度分の役員退職慰労引当金は、上記報酬額には含まれておりません。

　取締役５名　63百万円

　監査役２名　13百万円

３　上記の取締役報酬のほか、使用人兼務取締役２名に対して、使用人給与相当額計20百万円を別途支

給しております。

４　上記報酬額のほか、株主総会決議による退職慰労金として退任取締役２名に総額13百万円、退任監

査役１名に５百万円を支給しております。

５　当事業年度に係る役員賞与金の支給はありません。

(10)　監査報酬の内容

当社の会計監査人である恒栄監査法人に対する報酬（年額）

報酬 支払額

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 27百万円

上記以外の業務に基づく報酬 0百万円

EDINET提出書類

ニチモ株式会社(E00151)

有価証券報告書

30/99



第５【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　前連結会計年度（平成18年10月１日から平成19年９月30日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連結

会計年度（平成19年10月１日から平成20年９月30日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しており

ます。

　なお、当連結会計年度（平成19年10月１日から平成20年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成18年12月26日　内閣府令第88号）附則第３項のただ

し書きにより、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　前事業年度（平成18年10月１日から平成19年９月30日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度

（平成19年10月１日から平成20年９月30日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　なお、当事業年度（平成19年10月１日から平成20年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成18年12月26日　内閣府令第88号）附則第３項のただし書

きにより、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度（平成18年10月１日から平成19年９月

30日まで）及び当連結会計年度（平成19年10月１日から平成20年９月30日まで）の連結財務諸表並びに前事業年度

（平成18年10月１日から平成19年９月30日まで）及び当事業年度（平成19年10月１日から平成20年９月30日まで）

の財務諸表について、恒栄監査法人により監査を受けております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

　 　
前連結会計年度

（平成19年９月30日）
当連結会計年度

（平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部） 　       

Ⅰ　流動資産 　       

１　現金及び預金 　  9,774   6,235  

２　受取手形及び売掛金 ※２  1,704   1,675  

３　たな卸資産 ※２  56,054   64,495  

４　繰延税金資産 　  1,009   －  

５　現先貸付金 　  4,389   －  

６　その他 　  4,918   4,887  

貸倒引当金 　  △26   △33  

流動資産合計 　  77,824 97.5  77,260 97.8

Ⅱ　固定資産 　       

１　有形固定資産 　       

(1）建物及び構築物 　 137   127   

減価償却累計額 　 36 100  55 72  

(2）その他 　 139   143   

減価償却累計額 　 89 50  103 40  

有形固定資産合計 　  151 0.2  112 0.1

２　無形固定資産 　  288 0.3  179 0.2

３　投資その他の資産 　       

(1）投資有価証券 　  562   471  

(2）繰延税金資産 　  1   －  

(3）その他 ※１  1,317   1,429  

貸倒引当金 　  △287   △429  

投資その他の資産合計 　  1,593 2.0  1,470 1.9

固定資産合計 　  2,032 2.5  1,763 2.2

Ⅲ　繰延資産 　       

    　創立費 　  1   1  

 　　 繰延資産合計 　  1 0.0  1 0.0

  資産合計 　  79,858 100.0  79,024 100.0
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前連結会計年度

（平成19年９月30日）
当連結会計年度

（平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部） 　       

Ⅰ　流動負債 　       

１　支払手形及び買掛金 ※４  15,357   17,121  

２　短期借入金 ※２  34,440   50,613  

３　未払法人税等 　  42   10  

４　賞与引当金 　  342   204  

５　その他 　  2,668   3,070  

流動負債合計 　  52,850 66.2  71,020 89.9

Ⅱ　固定負債 　       

１　長期借入金 ※２  14,164   5,728  

２　退職給付引当金 　  663   655  

３　役員退職慰労引当金 　  －   134  

４　その他 　  233   243  

固定負債合計 　  15,060 18.8  6,760 8.5

負債合計 　  67,911 85.0  77,781 98.4

　 　       

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１　資本金 　  4,063   4,063  

２　資本剰余金 　  498   498  

３　利益剰余金 　  7,462   △3,185  

４　自己株式 　  △4   △5  

株主資本合計 　  12,020 15.0  1,371 1.7

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

その他有価証券評価差
額金

　  △72   △128  

評価・換算差額等合計 　  △72 △0.0  △128 △0.1

純資産合計 　  11,947 15.0  1,243 1.6

負債純資産合計 　  79,858 100.0  79,024 100.0

　 　       

EDINET提出書類

ニチモ株式会社(E00151)

有価証券報告書

33/99



②【連結損益計算書】

　 　
前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　  66,511 100.0  35,387 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１  51,862 78.0  36,250 102.4

売上総損失 　  － －  863 2.4

売上総利益 　  14,648 22.0  － －

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  10,240 15.4  7,178 20.3

営業損失 　  － －  8,041 22.7

　　　営業利益 　  4,408 6.6  － －

Ⅳ　営業外収益 　       

１　受取利息 　 110   60   

２　契約違約金収入 　 41   1,084   

３　受取手数料 　 31   －   

４　その他 　 45 229 0.3 108 1,253 3.5

Ⅴ　営業外費用 　       

１　支払利息 　 1,456   1,445   

２　貸倒引当金繰入額 　 102   319   

３　その他 　 258 1,816 2.7 398 2,162 6.1

経常損失 　  － －  8,951 25.3

経常利益 　  2,820 4.2  － －

Ⅵ　特別利益 　       

過年度損益修正益 ※３ 13 13 0.0 39 39 0.1

Ⅶ　特別損失 　       

１　過年度損益修正損 ※４ 82   5   

２　固定資産除売却損 ※５ 23   －   

３　減損損失 ※６ －   20   

４　投資有価証券評価損　 　 －   173   

５　役員退職慰労引当金繰入
額　

　 －   95   

６　貸倒引当金繰入額　 　 －   0   

７　その他 　 － 105 0.1 18 314 0.9

税金等調整前当期純損
失

　  － －  9,226 26.1

税金等調整前当期純利
益

　  2,729 4.1  － －

法人税、住民税及び事業
税

　 16   14   

法人税等調整額 　 14 30 0.0 1,016 1,030 2.9

当期純損失　 　  － －  10,256 29.0

当期純利益 　  2,698 4.1  － －
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　 株主資本

　
　

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年９月30日残高
（百万円）

4,063 498 5,155 △4 9,713

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △391  △391

当期純利益   2,698  2,698

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額）

    －

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 2,307 △0 2,306

平成19年９月30日残高
（百万円）

4,063 498 7,462 △4 12,020

　 評価・換算差額等

純資産合計

　
その他有価証券
評価差額金

平成18年９月30日残高
（百万円）

5 9,718

連結会計年度中の変動額   

剰余金の配当  △391

当期純利益  2,698

自己株式の取得  △0

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額）

△77 △77

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△77 2,228

平成19年９月30日残高
（百万円）

△72 11,947

当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

　 株主資本

　
　

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年９月30日残高
（百万円）

4,063 498 7,462 △4 12,020

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △391  △391
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　 株主資本

　
　

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期純損失   △10,256  △10,256

自己株式の取得    △0 △0

合併による増加額　   △0  △0

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － △10,648 △0 △10,648

平成20年９月30日残高
（百万円）

4,063 498 △3,185 △5 1,371

　 評価・換算差額等

純資産合計

　
その他有価証券
評価差額金

平成19年９月30日残高
（百万円）

△72 11,947

連結会計年度中の変動額   

剰余金の配当  △391

当期純損失  △10,256

自己株式の取得  △0

合併による増加額  △0

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額）

△55 △55

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△55 △10,704

平成20年９月30日残高
（百万円）

△128 1,243
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

　 　
前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー 　   

１　税金等調整前当期純損失（△）又は
当期純利益

　 2,729 △9,226

２　減価償却費 　 162 163

３　減損損失 　 － 20

４　貸倒引当金の増加額 　 118 344

５　受取利息及び受取配当金 　 △116 △74

６　支払利息 　 1,456 1,445

７　固定資産除売却損益 　 23 －

８　投資有価証券評価損 　 － 173

９　売上債権の減少額 　 254 29

10　たな卸資産の増加額 　 △2,363 △8,440

11　前渡金の減少額 　 236 1,003

12　前払費用の増減額 　 588 △812

13　仕入債務の増減額 　 △761 1,763

14　前受金の増減額 　 △488 848

15　その他 　 2,326 △543

小計 　 4,165 △13,304

16　利息及び配当金の受取額 　 116 72

17　利息の支払額 　 △1,417 △1,543

18　法人税等の支払額 　 △7 △20

営業活動によるキャッシュ・フロー 　 2,857 △14,795

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー 　   

１　有形無形固定資産の取得による支出 　 △142 △42

２　有形無形固定資産の売却による収入 　 0 0

３　投資有価証券の取得による支出 　 △423 △138

４　出資金の払込による支出 　 △0 －

５　貸付けによる支出 　 △3 △322

６　貸付金の回収による収入 　 1,912 8

７　差入敷金保証金の支出 　 △10 △32

８　差入敷金保証金の返還による収入 　 113 3

９　その他 　 △33 28

投資活動によるキャッシュ・フロー 　 1,412 △494
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前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー 　   

１　短期借入れによる収入 　 48,726 51,853

２　短期借入金の返済による支出 　 △57,833 △43,444

３　長期借入れによる収入 　 19,954 6,795

４　長期借入金の返済による支出 　 △9,412 △7,467

５　配当金の支払額 　 △387 △387

６　その他 　 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 　 1,047 7,349

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 　 5,316 △7,940

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 　 8,847 14,163

Ⅵ　合併により受け入れた現金及び現金同
等物増加額

　 － 11

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 14,163 6,235
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

　──────　 当社グループの当連結会計年度において、不動産市況の

急激な悪化により売上高が35,387百万円と前連結会計年

度66,511百万円に比し大幅に減少いたしました。また、

「棚卸資産の評価に関する会計基準」の早期適用を行い

4,637百万円の評価損を売上原価に計上したことなどによ

り、当期純損失は10,256百万円となりました。その結果、連

結貸借対照表の純資産が前連結会計年度11,947百万円に

対し当連結会計年度は1,243百万円となりました。これら

の状況から、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在

しております。

当社グループは、このような状態を脱するために、以下の

施策を実施することにより「第55期利益計画」（平成21

年9月期）の確実な達成と将来の収益力の向上に取り組

み、継続企業の前提に関する重要な疑義の解消を目指し

てまいります。

なお、キャッシュ・フローの厳しい状況を勘案して、販売

未了物件の一部借入金について金融機関と合意のうえ、

平成20年11月末日の返済期日を延期しております。

1. マンション分譲事業

①販売力の強化（自社販売体制の確立）

　販売力の強化に向けて、販売部門の人員増強、販売員の

スキルアップ等を図り、自社販売体制を確立します。

②商品戦略

　小世帯から高齢世帯までの様々なタイプのお客様に対

応できるように、商品ラインナップを充実いたします。

・ファミリーマンション・コンパクトマンション

　長年培ってきた信用力と商品企画力をベースに、ファミ

リーマンション・コンパクトマンションにより一層注力

いたします。

・シニア向けマンション

　高齢化に伴い需要の拡大が見込める、シニア向けマン

ション事業に取り組んでまいります。

③エリア戦略

　中期的に人口が増加し堅調な需要が見込まれる首都圏

の事業に優先的に経営資源を投入し、同エリアでの事業

比率を高めるとともに、利便性の高い好立地物件を厳選

することにより収益力の強化を図ります。また、関西圏で

はマンション市況の動向を見極め慎重に対応することと

し、名古屋営業所は廃止いたします。

2.不動産関連事業

　ニチモコミュニティ㈱において展開しておりますリ

フォーム、建物管理、賃貸管理事業等の不動産関連事業は

順調に成長しており、今後もグループ内の連携を深め、さ

らなる成長、収益力の向上に努めます。

3.その他事業（リノベーション事業、仲介事業の展開）

　都市部に住みたいが新築物件には手が届かないという

お客様に対応すべく、リノベーション事業を展開してま

いります。さらに、リノベーションやマンション分譲事業

を通じて得る様々な情報を有効に活用すべく仲介事業を

展開し、フィービジネスの収益拡大を図ります。
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前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

　 4.コスト削減

①販売経費等の削減

  自社販売体制を確立して販売委託費を削減するとと　　

もに、効果的な広告展開を図り広告費等を削減します。ま

た、名古屋営業所の廃止や本社等の事務スペースの縮小

等により、事務所経費の削減を図ります。

②人件費の削減

  人員の適正配置、事務の効率化を図り、生産性を向上さ

せるとともに、役員報酬の削減も含め人件費の削減に努

めてまいります。

 

なお、当連結財務諸表は継続企業を前提として作成され

ており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表に

は反映しておりません。
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１　連結の範囲に関する事項

　

　

(1）連結子会社の数　　　２社
連結子会社の名称

    ニチモコミュニティ株式会社

    ニチモアセットマネジメント株式会社

このうち、ニチモアセットマネジメン

ト株式会社については、当連結会計年

度において新たに設立したことによ

り当連結会計年度から連結子会社に

含めております。

(1）連結子会社の数　　　２社
連結子会社の名称

    ニチモコミュニティ株式会社

    ニチモアセットマネジメント株式会社

　

　

　

(2）非連結子会社の名称
ニチモUD株式会社
興化ニチモプラスチック製品有限

公司

揚州ニチモ広興不動産有限公司

昆山金模不動産開発有限公司

(2）非連結子会社の名称
興化ニチモプラスチック製品有限

公司

揚州ニチモ広興不動産有限公司

昆山金模不動産開発有限公司

　

　

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれも小規模で

あり、合計の総資産、売上高、当期純

損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、い

ずれも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないため除外してお

ります。

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれも小規模で

あり、合計の総資産、売上高、当期純

損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、い

ずれも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないため除外してお

ります。

　

　

　

　

なお、前連結会計年度まで非連結子

会社に含めていたニチモUD株式会
社については、平成20年９月12日付
でニチモコミュニティ株式会社を

存続会社とした合併により消滅し

ております。

２　持分法の適用に関する事

項

持分法非適用会社は、上記非連結子会社４

社及び関連会社揚州ニチモハン溝内装工

事有限公司他１社であります。

持分法非適用会社は当期純損益及び利益

剰余金等に与える影響が軽微であり全体

としても連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないため持分法の適用はしてお

りません。

持分法非適用会社は、上記非連結子会社３

社及び関連会社揚州ニチモハン溝内装工

事有限公司他１社であります。

持分法非適用会社は当期純損益及び利益

剰余金等に与える影響が軽微であり全体

としても連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないため持分法の適用はしてお

りません。

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致

しております。

同左

４　会計処理基準に関する事

項

　

　

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券

(a）満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券

(a）満期保有目的の債券
同左

　

　

　

(b）その他有価証券
時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

(b）その他有価証券
時価のあるもの

同左

　

　

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

 

EDINET提出書類

ニチモ株式会社(E00151)

有価証券報告書

41/99



項目
前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

　

　

②　たな卸資産

個別法による原価法

 

 

 ──────

②　たな卸資産

 個別法による原価法(貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定)

 (会計方針の変更)

「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準委員会　平成18

年７月５日 企業会計基準第９号）

が平成20年３月31日以前に開始す

る連結会計年度に係る連結財務諸

表から適用できることになったこ

とに伴い、受入準備が整った当連結

会計年度末から同会計基準を適用

しております。

この結果、従来の方法によった場合

に比べ、営業損失、経常損失及び税

金等調整前当期純損失が4,637百万

円増加しております。

また、当中間連結会計期間は従来の

方法によっており、当連結会計年度

と同一の方法によった場合と比較

して、営業損失、経常損失及び税金

等調整前中間純損失が65百万円少

なく計上されています。

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。

　

　

　

　

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。

 　　（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当連結会計

年度より、平成19年4月1日以後に取

得した有形固定資産の残存価額等

について、改正後の法人税法に規定

する方法に変更しております。

なお、この変更による損益への影響

は軽微であります。

また、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。　

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　           同左 

　

  　　　　　 

 

(追加情報)

法人税法の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した有形固定資

産については、改正前の法人税法に

規定する方法により取得価額の５%

に到達した連結会計年度の翌連結

会計年度より、取得価額の５%相当

額と備忘価額との差額を５年間に

わたり均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。

なお、この変更による損益への影響

は軽微であります。

また、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。　
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

　

　

②　無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、償却年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準に

よっております。

ただし、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間（５年）によっております。

②　無形固定資産

同左

　

　

　

　

(3）重要な繰延資産の処理方法

創立費は５年間にわたる定額法に

よって償却しております。

(3）重要な繰延資産の処理方法

同左

　

　

　

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

売掛金、貸付金等債権の貸倒れによ

る損失にそなえるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

　

　

②　賞与引当金

従業員に対する賞与の支給にそな

えるため、支給見込額に基づき計上

しております。

②　賞与引当金

同左

　

　

③　退職給付引当金

従業員の退職給付にそなえるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当連結会計年度末において発

生していると認められる額を計上

しております。

なお、会計基準変更時差異について

は、15年による按分額を費用処理し

ております。

数理計算上の差異は、発生額を翌連

結会計年度に一括費用処理する方

法によっております。

③　退職給付引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

　 ──────

　

　

　

④　役員退職慰労引当金

連結財務諸表提出会社他1社は、役

員への退職慰労金の支給にそなえ

るため、内規に基づく連結会計年度

末要支給額を計上しております。

 (会計方針の変更）

従来、役員への退職慰労金は支給時

に費用処理しておりましたが、当連

結会計年度から「租税特別措置法

上の準備金及び特別法上の引当金

又は準備金並びに役員退職慰労引

当金等に関する監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会監査・保証

実務委員会報告第42号　平成19年４

月13日改正）を適用しており、内規

に基づく連結会計年度末要支給額

を役員退職慰労引当金として計上

する方法に変更しております。

なお、この変更により、営業損失及

び経常損失が38百万円、税金等調整

前当期純損失が134百万円増加して

おります。

また、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。

　

　

(5）重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

　

　

　

(6）その他連結財務諸表作成のための重

要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式に

よって処理しております。ただし、

資産に係る控除対象外消費税等は、

発生連結会計年度の期間費用とし

て処理しております。

(6）その他連結財務諸表作成のための重

要な事項

同左

　

 

EDINET提出書類

ニチモ株式会社(E00151)

有価証券報告書

44/99



項目
前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。

同左

６　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。

同左

（表示方法の変更）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

 ────── 前連結会計年度において区分掲記していた「受取手数

料」(当連結会計年度13百万円)は、営業外収益の総額の100

分の10以下となったため、当連結会計年度より営業外収益

の「その他」に含めて表示しております。　

（追加情報）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

 ────── 繰延税金資産の回収可能性を判断した結果、当連結会計年

度は、連結財務諸表提出会社の繰延税金資産の全額に対し

て評価性引当額を認識し、繰延税金資産を計上しておりま

せん。この結果、法人税等調整額が1,010百万円発生し、当期

純損失が同額増加しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年９月30日）

当連結会計年度
（平成20年９月30日）

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

投資その他の資産「その他」

（出資金）

345百万円 投資その他の資産「その他」

（出資金）

   345百万円

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

受取手形及び売掛金 1,226百万円

たな卸資産 53,268百万円

計 54,495百万円

受取手形及び売掛金      1,087百万円

たな卸資産   63,256百万円

計 64,344百万円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 34,230百万円

長期借入金 14,164百万円

計 48,394百万円

短期借入金     50,613百万円

長期借入金      5,728百万円

計    56,341百万円

　３　偶発債務 　３　偶発債務

顧客住宅ローンに関する抵当

権設定登記完了までの金融機

関及び住宅金融専門会社等に

対する連帯保証債務等

1,313百万円

顧客住宅ローンに関する抵当

権設定登記完了までの金融機

関及び住宅金融専門会社等に

対する連帯保証債務等

     1,154百万円

※４　期末日満期手形

連結会計年度末日に期日の到来する満期手形の会

計処理については、手形交換日をもって決済処理し

ております。

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であっ

たため、次の期末日満期手形が連結会計年度末残高

に含まれております。

※４　　　　　　　──────

支払手形 900百万円  
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

※１　             ────── ※１　通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

 売上原価     4,637百万円

※２　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目は次のと

おりであります。

※２　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目は次のと

おりであります。

広告宣伝費 3,081百万円

支払手数料 1,721百万円

給料手当 1,788百万円

退職給付費用 245百万円

賞与引当金繰入額 338百万円

貸倒引当金繰入額 24百万円

広告宣伝費      1,396百万円

支払手数料      744百万円

給料手当      1,859百万円

退職給付費用    298百万円

賞与引当金繰入額    201百万円

役員退職慰労引当金繰入額　 56百万円

貸倒引当金繰入額 26百万円

※３　過年度損益修正益の内訳 ※３　過年度損益修正益の内訳

過年度販売経費等修正額 13百万円 過年度販売経費等修正額   34百万円

賞与引当金未使用分戻入額   5百万円

計 39百万円

※４　過年度損益修正損の内訳 ※４　過年度損益修正損の内訳

過年度現場経費等修正額 82百万円 過年度販売経費等修正額   5百万円

※５　固定資産除売却損の内訳 ※５　　　　　　　　──────

無形固定資産（電話加入権） 0百万円

固定資産撤去費用 23百万円

計 23百万円

 

※６　　　　　　　────── ※６　減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。

　
場所 用途 種類

本社(東京都
千代田区) 事務所設備

建物及び器
具備品

名古屋営業
所(名古屋市
中区)

事務所設備
建物及び器
具備品

　 当社グループは、管理会計上の区分をもとにして事業

部門別に、グルーピングを行っており、遊休資産につ

いては個別資産ごとにグルーピングを行っておりま

す。

来期において、事務所の縮小を行う予定であり、それ

に伴い事務所設備の一部廃棄を予定しております。

その結果、廃棄予定資産は回収可能価額をないものと

して評価し、当該減少額を減損損失（20百万円）とし

て特別損失に計上しました。その内訳は、本社12百万

円(建物附属設備12百万円、器具備品０百万円)、名古屋

営業所８百万円(建物附属設備７百万円、器具備品０

百万円)であります。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（千株） 195,834 － － 195,834

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（千株） 51 4 － 56

（変動事由の概要）

　増加数は、単元未満株式の買取りによるものであります。

３　配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年12月21日

定時株主総会
普通株式 391 2.00 平成18年９月30日 平成18年12月22日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年12月20日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 391 2.00 平成19年９月30日 平成19年12月21日

当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（千株） 195,834 － － 195,834

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（千株） 56 3 － 60

（変動事由の概要）

　増加数は、単元未満株式の買取りによるものであります。

３　配当に関する事項

　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年12月20日

定時株主総会
普通株式 391 2.00 平成19年９月30日 平成19年12月21日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成19年９月30日現在）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成20年９月30日現在）

現金及び預金勘定 9,774百万円

現先貸付金 4,389百万円

現金及び現金同等物 14,163百万円

現金及び預金勘定 6,235百万円

現金及び現金同等物  6,235百万円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

　
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

有形固定資産
「その他」

11 4 7

合計 11 4 7

　
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

有形固定資産
「その他」

9 4 5

合計 9 4 5

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定しておりま

す。

（注）　　　　　　　 同左

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 1百万円

１年超 5百万円

合計 7百万円

１年内  1百万円

１年超  3百万円

合計  5百万円

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法により

算定しております。

（注）　　　　　　　 同左

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

支払リース料 2百万円

減価償却費相当額 2百万円

支払リース料  1百万円

減価償却費相当額  1百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

 ２　オペレーティング・リース取引

（借主側）

未経過リース料

２　　　　　　　　──────

１年内 85百万円

１年超 －百万円

合計 85百万円

 

────── 　(減損損失について)

　 リース資産に配分された減損損失はありません。
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成19年９月30日現在）

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

（時価が連結貸借対照表計上額

を超えるもの）
   

国債・地方債等 14 15 0

小計 14 15 0

（時価が連結貸借対照表計上額

を超えないもの）
   

国債・地方債等 25 25 △0

小計 25 25 △0

合計 40 40 △0

　（注）　満期保有目的の債券で時価のあるものの国債・地方債等は、連結貸借対照表の投資その他の資産の「その他」

（差入保証金）に計上しております。

２　その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

（連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの）
   

株式 196 205 9

小計 196 205 9

（連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの）
   

株式 406 324 △82

小計 406 324 △82

合計 602 530 △72

３　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　該当事項はありません。

４　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

種類 金額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 32

合計 32

５　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

種類
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超（百万円）

債券     

国債・地方債等 － － 40 －

合計 － － 40 －

当連結会計年度（平成20年９月30日現在）
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１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

（時価が連結貸借対照表計上額

を超えるもの）
   

国債・地方債等 50 50 0

小計 50 50 0

（時価が連結貸借対照表計上額

を超えないもの）
   

国債・地方債等 10 10 △0

小計 10 10 △0

合計 60 60 0

　(注）　満期保有目的の債券で時価のあるものの国債・地方債等は、連結貸借対照表の投資その他の資産の「その他」（差

入保証金）に計上しております。

２　その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

（連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの）
   

株式 － － －

小計 － － －

（連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの）
   

株式 567 438 △128

小計 567 438 △128

合計 567 438 △128

　(注)　当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について173百万円の減損処理を行っております。　　　

　

３　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　該当事項はありません。
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４　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

種類 金額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 32

合計 32

５　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

種類
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超（百万円）

債券     

国債・地方債等 10 － 50 －

合計 10 － 50 －

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（平成19年９月30日現在）

　デリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（平成20年９月30日現在）

　デリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１　採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、適

格退職年金制度及び退職一時金制度を設けておりま

す。

当社及び連結子会社は、全国不動産業厚生年金基金に

加入しており、当該厚生年金基金制度は退職給付会計

実務指針33項の例外処理を行う制度であります。

同基金の年金資産残高のうち、当社及び連結子会社の

加入員数により按分した連結会計年度末の年金資産

残高は1,333百万円となります。

１　採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、適格

退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。

当社及び連結子会社は、複数事業主制度による総合設

立型の全国不動産業厚生年金基金に加入しており、要

拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主

制度に関する事項は次のとおりであります。

(1)制度全体の積立状況に関する事項(平成20年３月31

日現在)

①年金資産の額 30,478百万円

②年金財政計算上の給付債務の額 31,519百万円

③差引額（①－②） △1,041百万円

(2)制度全体に占める当社及び連結子会社の給与総

　 額割合(平成20年3月分)

　 当社及び連結子会社の割合　　　　　　  4.1％

(3)補足説明

　 上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上

　 の過去勤務債務残高△6,844百万円、別途積立金

　 5,287百万円であります。本制度における過去勤

　 務債務の償却方法は、期間20年の元利均等償却で

 　あります。

２　退職給付債務に関する事項

（平成19年９月30日現在）

２　退職給付債務に関する事項

（平成20年９月30日現在）

イ　退職給付債務 △1,356百万円

ロ　年金資産 359百万円

ハ　未積立退職給付債務

（イ＋ロ）
△997百万円

ニ　会計基準変更時差異の未処

理額
302百万円

ホ　未認識数理計算上の差異 31百万円

ヘ　退職給付引当金

（ハ＋ニ＋ホ）
△663百万円

イ　退職給付債務 △1,383百万円

ロ　年金資産 387百万円

ハ　未積立退職給付債務

　　（イ＋ロ)
△995百万円

ニ　会計基準変更時差異の未処

理額
264百万円

ホ　未認識数理計算上の差異 75百万円

ヘ　退職給付引当金

　　（ハ＋ニ＋ホ）
△655百万円

（注）　連結子会社は、退職給付債務の算定にあた

り、簡便法を採用しております。

　

（注）１連結子会社は、退職給付債務の算定にあた

り、簡便法を採用しております。

　　　　　   ２当社は、平成20年10月1日に適格退職年金制度を

確定給付型の確定給付企業年金制度へ制

度変更を行っております。これに伴い、同

日付で退職給付債務16百万円が減少し、同

額の未認識過去勤務債務(債務の減額)が発

生しております。
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前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

３　退職給付費用に関する事項

（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

３　退職給付費用に関する事項

（自平成19年10月１日　至平成20年９月30日）

イ　勤務費用 193百万円

ロ　利息費用 22百万円

ハ　期待運用収益 △8百万円

ニ　会計基準変更時差異の費用

処理額
37百万円

ホ　数理計算上の差異の費用処

理額
0百万円

ヘ　退職給付費用

（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ）
245百万円

イ　勤務費用  215百万円

ロ　利息費用  24百万円

ハ　期待運用収益 △9百万円

ニ　会計基準変更時差異の費用

処理額
 37百万円

ホ　数理計算上の差異の費用処

理額
31百万円

ヘ　退職給付費用

（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ）
 298百万円

（注）１　簡便法を採用している連結子会社の退職

給付費用は、「イ　勤務費用」に計上し

ております。

２　厚生年金基金の代行部分を含めて記載し

ております。

　　　　（注）１　簡便法を採用している連結子会社の退職給付

費用は、「イ　勤務費用」に計上してお

ります。

　　　 ２　上記退職給付費用以外に割増退職金４百万

円を支払っており、特別損失として計

上しております。

 ３　厚生年金基金の代行部分を含めて記載

しております。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ　退職給付見込額の期間配

分方法
期間定額基準

ロ　割引率 2.0％

ハ　期待運用収益率 3.0％

ニ　数理計算上の差異の処理

年数

1年（発生翌年度

に一括費用処理）

ホ　会計基準変更時差異の処

理年数
15年

イ　退職給付見込額の期間配

分方法
期間定額基準

ロ　割引率 2.0％

ハ　期待運用収益率 3.0％

ニ　数理計算上の差異の処理

年数

1年（発生翌年度

に一括費用処理）

ホ　会計基準変更時差異の処

理年数
15年

　　────── （追加情報）

当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基

準』の一部改正（その２）」（企業会計基準第14

号 平成19年５月15日）を適用しております。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過

額
113百万円

賞与引当金損金不算入額 139百万円

退職給付引当金損金算入限度

超過額
268百万円

関係会社株式及び関係会社出

資金評価損損金不算入額
188百万円

税務上の繰越欠損金 8,269百万円

その他 131百万円

繰延税金資産小計 9,111百万円

評価性引当額 △8,100百万円

繰延税金資産合計 1,010百万円

 繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △0百万円

 繰延税金負債合計 △0百万円

 繰延税金資産の純額 1,010百万円

繰延税金資産  

たな卸資産評価損損金不算入

額
 1,887百万円

貸倒引当金損金算入限度超過

額
 174百万円

賞与引当金損金不算入額 83百万円

退職給付引当金損金算入限度

超過額
   265百万円

役員退職慰労引当金損金不算

入額
   54百万円

関係会社株式及び関係会社出

資金評価損損金不算入額
   188百万円

投資有価証券評価損損金不算

入額
   70百万円

税務上の繰越欠損金   9,996百万円

その他    159百万円

繰延税金資産小計 12,881百万円

評価性引当額 △12,875百万円

繰延税金資産合計      5百万円

 繰延税金負債  

前払費用 　 △10百万円

 繰延税金負債合計 　 △10百万円

 繰延税金負債の純額      △5百万円

平成19年９月30日現在の繰延税金資産の純額は、連結

貸借対照表の以下の項目に含まれております。

平成20年９月30日現在の繰延税金負債の純額は、連結

貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産 1,009百万円

固定資産－繰延税金資産 1百万円

固定負債－その他 △0百万円

流動負債－その他 　 △5百万円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異原因となった主な項目別内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異原因となった主な項目別内訳

　 ％

法定実効税率 40.69

（調整）  

住民税均等割 0.26

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
0.79

評価性引当額 △40.25

その他 △0.38

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
1.11

 

当連結会計年度は税金等調整前当期純損失のため記載

を省略しております。 
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（企業結合等関係）

　前連結会計年度(自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日)

　  該当事項はありません。

　

　当連結会計年度(自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日)

　  共通支配下の取引等

１  結合当事企業又は対象となった事業の名称及び事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取

引の目的を含む取引の概要

　　　(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容

　　　  ① 合併存続会社

　　　　　 名称　　　　ニチモコミュニティ株式会社

　　 　　  事業の内容　請負工事事業他

　　　　② 合併消滅会社

　　　　　 名称　　　　ニチモUD株式会社

　　　　　 事業の内容　不動産の売買及び賃貸業

　　　(2) 企業結合の法的形式

           ニチモコミュニティ株式会社(連結子会社）を存続会社、ニチモUD株式会社（非連結子会社）を消滅会社と

　　　　　 する吸収合併

      (3) 結合後企業の名称

           ニチモコミュニティ株式会社

　　　(4) 取引の目的を含む取引の概要

　　　　① 合併の目的

　　　　　 経営統合によるグループ内のコスト削減化を図るため。

　　　　② 合併の期日

　　　　　 平成20年９月12日　

　　③ 合併の形式

ニチモコミュニティ株式会社を存続会社とする吸収合併方式であり、ニチモUD株式会社は合併後消滅してお

ります。

なお、完全子会社同士の合併であるため、新株式の発行、資本金の増加及び合併交付金の支払いは行っており

ません。　

　　２  実施した会計処理の概要

当該企業結合は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　最終改正平成19年11月15日）に

基づく共通支配下の取引に該当し、ニチモコミュニティ株式会社は、ニチモUD株式会社から引き継いだ資産及び

負債を、合併期日の前日に付された適正な帳簿価額を基礎として会計処理しております。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　
不動産分譲
（百万円）

請負工事
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社

（百万円）
連結

（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 60,949 2,781 2,780 66,511 － 66,511

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 129 8 137 (137) －

計 60,949 2,910 2,789 66,649 (137) 66,511

営業費用 55,091 2,712 2,499 60,303 1,799 62,102

営業利益 5,857 197 290 6,345 (1,936) 4,408

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 70,523 823 810 72,156 7,702 79,858

減価償却費 37 17 17 72 90 162

資本的支出 57 2 14 74 73 147

　（注）１　事業区分の方法及び各区分の主な内容

事業区分は事業内容を勘案して次のとおり分類しております。

不動産分譲　　　　中高層住宅及び戸建住宅の分譲

請負工事　　　　　中高層住宅等のリフォーム工事及び電気工事、給排水衛生設備工事等の設計施工

その他　　　　　　中高層住宅の建物管理、賃貸管理及び不動産投資顧問等

２　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,881百万円であり、その主なものは

連結財務諸表提出会社及び連結子会社の管理部門等に係る費用であります。

３　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は7,745百万円であり、その主なものは連結財務諸表

提出会社及び連結子会社の投資資金及び管理部門に係る資産等であります。

４　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計方針の変更）に記載のとおり、当連結会計年

度より有形固定資産の残存価額等について、改正後の法人税法に規定する方法に変更しております。この変

更による損益への影響は軽微であります。

当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

　
不動産販売
（百万円）

請負工事
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社

（百万円）
連結

（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 29,078 3,211 3,098 35,387 － 35,387

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 108 47 156 (156) －

計 29,078 3,319 3,146 35,544 (156) 35,387

営業費用 36,048 3,013 2,827 41,889 1,540 43,429

営業利益又は損失（△） △6,970 306 318 △6,345 (1,696) △8,041

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失及

び資本的支出
      

資産 74,624 795 735 76,156 2,868 79,024

減価償却費 38 18 19 76 86 163

減損損失　 8 － － 8 12 20
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不動産販売
（百万円）

請負工事
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社

（百万円）
連結

（百万円）

資本的支出 12 － 13 25 12 38

　（注）１　事業区分の方法及び各区分の主な内容

事業区分は事業内容を勘案して次のとおり分類しております。

不動産販売　　　　中高層住宅及び戸建住宅の販売

請負工事　　　　　中高層住宅等のリフォーム工事及び電気工事、給排水衛生設備工事等の設計施工

その他　　　　　　中高層住宅の建物管理、賃貸管理及び不動産投資顧問等

２　営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,664百万円であり、その主なも

のは連結財務諸表提出会社及び連結子会社の管理部門等に係る費用であります。

３　資産のうち「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は2,916百万円であり、その主なものは連結財務

諸表提出会社及び連結子会社の投資資金及び管理部門に係る資産等であります。

４　前連結会計年度まで「不動産分譲」としていたセグメントは事業の実態を踏まえ、「不動産販売」に名称変

更しております。

５　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（追加情報）に記載のとおり、平成19年３月31日以

前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に規定する方法により取得価額の５%に到達した

連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５%相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しております。この変更による損益への影響は軽微であります。

６　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計方針の変更）に記載のとおり、当連結会計年

度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用しております。

この結果、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度における「不動産販売」の営業費用及び営業損

失は4,637百万円増加し、資産が同額減少しております。

７　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計方針の変更）に記載のとおり、従来、役員へ

の退職慰労金は支給時に費用処理しておりましたが、当連結会計年度から内規に基づく連結会計年度末要

支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更しております。

なお、この変更により「消去又は全社」のセグメントの営業費用が38百万円増加しております。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。
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【海外売上高】

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

【関連当事者との取引】

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

(1）子会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容
取引の内容
（注）１

取引金額
（百万円）

科目
（注）2

期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社
ニチモ

UD㈱

東京都　

千代田区
10 不動産業 直接　 100 － －

貸付金回収 1,903
長期貸付

金
208

受取利息 57 － －

　（注）１　ニチモUD㈱への貸付金に対しては、市場金利を勘案して貸付利率を決定しております。

　　　　２　ニチモUD㈱への貸付条件のうち、返済期限を平成21年９月30日に変更しております。なお、担保は受け入れており

ません。

３　ニチモUD㈱への長期貸付金に対し、当連結会計年度において合計102百万円の貸倒引当金繰入額を計上してお

ります。これにより、貸倒引当金は合計196百万円となっております。

当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり純資産額 61.03円

１株当たり当期純利益 13.78円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり純資産額      6.35円

１株当たり当期純損失  52.39円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり当期純利益又は当期純損失   

当期純利益又は当期純損失(△) 2,698百万円      △10,256百万円

普通株主に帰属しない金額 －百万円 　－百万円

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失(△)
2,698百万円     △10,256百万円

普通株式の期中平均株式数 195,780千株        195,776千株

（重要な後発事象）

　   該当事項はありません。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

         該当事項はありません。

　

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率（注）２
（％）

返済期限

短期借入金 23,144 31,553 2.602 －

１年以内に返済予定の長期借入金（注）１ 11,296 19,060 2.602 －

１年以内に返済予定のリース債務 － － － －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを

除く。）（注）３
14,164 5,728 2.518

平成21年12月30日～

平成22年6月30日

リース債務（１年以内に返済予定のものを

除く。）
－ － － －

その他有利子負債 － － － －

合計 48,604 56,341 － －

　（注）１　連結貸借対照表上は、短期借入金として表示しております。

２　「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

３　長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとお

りであります。

　
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 5,728 － － －
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（２）【その他】

 　　     該当事項はありません。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

　 　
前事業年度

（平成19年９月30日）
当事業年度

（平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部） 　       

Ⅰ　流動資産 　       

１　現金及び預金 　  8,585   4,918  

２　売掛金 ※１  1,252   1,143  

３　販売用土地建物 ※１  4,742   12,467  

４　開発用土地建物 ※１  51,223   51,880  

５　前渡金 　  1,504   501  

６　前払費用 　  2,230   3,138  

７　繰延税金資産 　  1,009   －  

８　現先貸付金 　  4,389   －  

９　預け金 　  973   －  

10　その他 　  99   1,104  

貸倒引当金 　  △23   △30  

流動資産合計 　  75,986 97.2  75,125 97.5

Ⅱ　固定資産 　       

１　有形固定資産 　       

(1）建物 　 84   75   

減価償却累計額 　 15 68  29 45  

(2）器具備品 　 85   86   

減価償却累計額 　 48 36  59 27  

有形固定資産合計 　  105 0.1  73 0.1

２　無形固定資産 　       

(1）商標権 　  2   2  

(2）ソフトウェア 　  198   113  

(3）電話加入権 　  6   6  

無形固定資産合計 　  208 0.3  122 0.2
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前事業年度

（平成19年９月30日）
当事業年度

（平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

３　投資その他の資産 　       

(1）投資有価証券 　  559   469  

(2）関係会社株式 　  506   506  

(3）出資金 　  2   2  

(4）関係会社出資金 　  275   275  

(5）長期貸付金　 　  －   322  

(6）従業員長期貸付金 　  11   9  

(7）関係会社長期貸付金 　  208   －  

(8）破産更生債権等 　  87   98  

(9）長期前払費用 　  0   0  

(10）繰延税金資産 　  1   －  

(11）その他 　  512   462  

貸倒引当金 　  △287   △424  

投資その他の資産合計 　  1,878 2.4  1,723 2.2

固定資産合計 　  2,192 2.8  1,918 2.5

資産合計 　  78,178 100.0  77,043 100.0
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前事業年度

（平成19年９月30日）
当事業年度

（平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部） 　       

Ⅰ　流動負債 　       

１　支払手形 ※３  11,210   8,839  

２　買掛金 　  3,274   7,336  

３　短期借入金 ※１  23,144   31,553  

４　一年以内返済予定の長期
借入金

※１  11,296   19,060  

５　未払金 　  913   645  

６　未払費用 　  0   34  

７　未払法人税等 　  31   6  

８　前受金 　  837   1,476  

９　預り金 　  347   129  

10　賞与引当金 　  230   103  

11　その他 　  12   17  

流動負債合計 　  51,298 65.6  69,202 89.8

Ⅱ　固定負債 　       

１　長期借入金 ※１  14,164   5,728  

２　退職給付引当金 　  570   544  

３　役員退職慰労引当金　 　  －   106  

４　預り保証金 　  91   119  

固定負債合計 　  14,826 19.0  6,498 8.5

負債合計 　  66,125 84.6  75,700 98.3
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前事業年度

（平成19年９月30日）
当事業年度

（平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１　資本金 　  4,063   4,063  

２　資本剰余金 　       

資本準備金 　 498   498   

資本剰余金合計 　  498   498  

３　利益剰余金 　       

(1）利益準備金 　 76   116   

(2）その他利益剰余金 　       

繰越利益剰余金 　 7,492   △3,201   

利益剰余金合計 　  7,569   △3,085  

４　自己株式 　  △4   △5  

株主資本合計 　  12,127 15.5  1,471 1.9

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

その他有価証券評価差
額金

　  △73   △128  

評価・換算差額等合計 　  △73 △0.1  △128 △0.2

純資産合計 　  12,053 15.4  1,343 1.7

負債純資産合計 　  78,178 100.0  77,043 100.0
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②【損益計算書】

　 　
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　       

１　土地建物売上高 　 60,887   29,072   

２　その他の営業収入 　 73 60,961 100.0 17 29,090 100.0

Ⅱ　売上原価 　       

１　土地建物売上原価 ※１ 47,916   31,904   

２　その他の営業費用 　 26 47,943 78.6 4 31,908 109.7

売上総損失 　  － －  2,818 9.7

売上総利益 　  13,018 21.4  － －

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※３  8,578 14.1  5,388 18.5

営業損失 　  － －  8,206 28.2

　　　営業利益 　  4,440 7.3  － －

Ⅳ　営業外収益 　       

１　受取利息 ※２ 109   59   

２　契約違約金収入 　 41   1,084   

３　受取手数料 　 32   －   

４　その他 　 37 220 0.4 106 1,250 4.3

Ⅴ　営業外費用 　       

１　支払利息 　 1,456   1,445   

２　貸倒引当金繰入額 　 102   319   

３　その他 　 309 1,868 3.1 423 2,187 7.5

　　経常損失 　  － －  9,144 31.4

　　経常利益 　  2,792 4.6  － －

Ⅵ　特別利益 　       

過年度損益修正益 ※４ 8 8 0.0 208 208 0.7
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前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失 　       

１　過年度損益修正損 ※５ 67   1   

２　固定資産除売却損 ※６ 13   －   

３　減損損失 ※７ －   20   

４　投資有価証券評価損 　 －   173   

５　役員退職慰労引当金繰入
額

　 －   95   

６　貸倒引当金繰入額 　 －   0   

７　その他 　 － 81 0.1 18 310 1.1

税引前当期純損失 　  － －  9,246 31.8

　税引前当期純利益 　  2,718 4.5  － －

法人税、住民税及び事業
税

　 5   6   

法人税等調整額 　 14 20 0.1 1,010 1,017 3.5

当期純損失 　  － －  10,263 35.3

当期純利益 　  2,698 4.4  － －
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売上原価明細書

(イ）土地建物売上原価明細書

　 　
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

期首たな卸高 　       

販売用土地建物 　 3,979   4,742   

開発用土地建物 　 49,621 53,600  51,223 55,965  

当期仕入高 　       

土地代 　 26,842   12,669   

工事費 　 23,438 50,280  27,671 40,341  

他勘定へ振替 ※２  －   54  

期末たな卸高 ※３       

販売用土地建物 　 4,742   12,467   

開発用土地建物 　 51,223 55,965  51,880 64,348  

当期土地建物売上原価 　       

土地原価 　 19,831  41.4 13,093  41.1

建物原価 　 28,084  58.6 14,173  44.4

たな卸資産評価損 ※３　 － 47,916 － 4,637 31,904 14.5

　 　   100.0   100.0

　（注）１　原価計算の方法は、個別原価計算の方法により実際原価で計算しております。

　※２　他勘定へ振替は、営業外費用の「その他」への振替であります。

　※３　期末たな卸高は、収益性の低下に基づく簿価切下額控除後の金額であります。

なお、当期に計上した簿価切下額(たな卸資産評価損)の戻入れに関しては、翌期に戻入れを行う方法(洗替え法

)を採用しております。

(ロ）その他の営業費用明細書

　その他の営業費用は、分譲マンション販売に伴うオプション工事等の費用であります。
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年９月30日残高
（百万円）

4,063 498 37 5,224 △4 9,820

事業年度中の変動額       

剰余金の配当   39 △430  △391

当期純利益    2,698  2,698

自己株式の取得     △0 △0

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額 （純額）

     －

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 39 2,268 △0 2,306

平成19年９月30日残高
（百万円）

4,063 498 76 7,492 △4 12,127

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年９月30日残高
（百万円）

4 9,824

事業年度中の変動額   

剰余金の配当  △391

当期純利益  2,698

自己株式の取得  △0

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額 （純額）

△77 △77

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△77 2,229

平成19年９月30日残高
（百万円）

△73 12,053

当事業年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成19年９月30日残高
（百万円）

4,063 498 76 7,492 △4 12,127

事業年度中の変動額       

剰余金の配当   39 △430  △391
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株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期純損失    △10,263  △10,263

自己株式の取得     △0 △0

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額 （純額）

      

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 39 △10,694 △0 △10,655

平成20年９月30日残高
（百万円）

4,063 498 116 △3,201 △5 1,471

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成19年９月30日残高
（百万円）

△73 12,053

事業年度中の変動額   

剰余金の配当  △391

当期純損失  △10,263

自己株式の取得  △0

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額 （純額）

△55 △55

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△55 △10,710

平成20年９月30日残高
（百万円）

△128 1,343
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

　────── 当社の当事業年度において、不動産市況の急激な悪化に

より売上高が29,090百万円と前事業年度60,961百万円に

比し大幅に減少いたしました。また、「棚卸資産の評価に

関する会計基準」の早期適用を行い4,637百万円の評価損

を売上原価に計上したことなどにより、当期純損失は

10,263百万円となりました。その結果、貸借対照表の純資

産が前事業年度12,053百万円に対し当事業年度は1,343百

万円となりました。これらの状況から、継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在しております。

当社は、このような状態を脱するために、以下の施策を実

施することにより「第55期利益計画」（平成21年9月

期）の確実な達成と将来の収益力の向上に取り組み、継

続企業の前提に関する重要な疑義の解消を目指してまい

ります。

なお、キャッシュ・フローの厳しい状況を勘案して、販売

未了物件の一部借入金について金融機関と合意のうえ、

平成20年11月末日の返済期日を延期しております。

1.マンション分譲事業

①販売力の強化（自社販売体制の確立）

　販売力の強化に向けて、販売部門の人員増強、販売員の

スキルアップ等を図り、自社販売体制を確立します。

②商品戦略

　小世帯から高齢世帯までの様々なタイプのお客様に対

応できるように、商品ラインナップを充実いたします。

・ファミリーマンション・コンパクトマンション

　長年培ってきた信用力と商品企画力をベースに、ファミ

リーマンション・コンパクトマンションにより一層注力

いたします。

・シニア向けマンション

　高齢化に伴い需要の拡大が見込める、シニア向けマン

ション事業に取り組んでまいります。

③エリア戦略

　中期的に人口が増加し堅調な需要が見込まれる首都圏

の事業に優先的に経営資源を投入し、同エリアでの事業

比率を高めるとともに、利便性の高い好立地物件を厳選

することにより収益力の強化を図ります。また、関西圏で

はマンション市況の動向を見極め慎重に対応することと

し、名古屋営業所は廃止いたします。

2.その他事業（リノベーション事業、仲介事業の展開）

　都市部に住みたいが新築物件には手が届かないという

お客様に対応すべく、リノベーション事業を展開してま

いります。さらに、リノベーションやマンション分譲事業

を通じて得る様々な情報を有効に活用すべく仲介事業を

展開し、フィービジネスの収益拡大を図ります。
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前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

　 3.コスト削減

①販売経費等の削減

　自社販売体制を確立して販売委託費を削減するととも

に、効果的な広告展開を図り広告費等を削減します。ま

た、名古屋営業所の廃止や本社等の事務スペースの縮小

等により、事務所経費の削減を図ります。

②人件費の削減

　人員の適正配置、事務の効率化を図り、生産性を向上さ

せるとともに、役員報酬の削減も含め人件費の削減に努

めてまいります。

　

なお、当財務諸表は継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映し

ておりません。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(1）満期保有目的の債券

同左

　

　

(2）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2）子会社株式及び関連会社株式

同左

　

　

　

(3）その他有価証券

①　時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

(3）その他有価証券

①　時価のあるもの

同左

　

　

②　時価のないもの

移動平均法による原価法

②　時価のないもの

同左

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）販売用土地建物

個別法による原価法

(1）販売用土地建物

    個別法による原価法(貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定)

　

　

(2）開発用土地建物

個別法による原価法

(2）開発用土地建物

    個別法による原価法(貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定)

　

　

　──────

　

(会計方針の変更)

「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準委員会　平成18年

７月５日　企業会計基準第９号)が平

成20年３月31日以前に開始する事業

年度に係る財務諸表から適用できる

ことになったことに伴い、受入準備が

整った当事業年度末から同会計基準

を適用しております。

この結果、従来の方法によった場合に

比べ、営業損失、経常損失及び税引前

当期純損失が4,637百万円増加してお

ります。

また、当中間会計期間は従来の方法に

よっており、当事業年度と同一の方法

によった場合と比較して、営業損失、

経常損失及び税引前中間純損失が65

百万円少なく計上されています。
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項目
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

３　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。

(1）有形固定資産

同左

　 （会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年4月1日以後に取得した有

形固定資産の残存価額等について、改

正後の法人税法に規定する方法に変

更しております。

なお、この変更による損益への影響は

軽微であります。　 

（追加情報）

法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した有形固定資産に

ついては、改正前の法人税法に規定す

る方法により取得価額の５%に到達

した事業年度の翌事業年度より、取得

価額の５%相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しております。

なお、この変更による損益への影響は

軽微であります。

　

　

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、償却年数については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によっ

ております。

ただし、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）によっております。

(2）無形固定資産

同左

４　引当金の計上基準

　

(1）貸倒引当金

売掛金、貸付金等債権の貸倒れによる

損失にそなえるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

(1）貸倒引当金

同左

　

　

(2）賞与引当金

従業員に対する賞与の支給にそなえ

るため、支給見込額に基づき計上して

おります。

(2）賞与引当金

同左

　

　

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付にそなえるため、当

期末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当期末におい

て発生していると認められる額を計

上しております。

なお、会計基準変更時差異について

は、15年による按分額を費用処理して

おります。

数理計算上の差異は、発生額を翌期に

一括費用処理する方法によっており

ます。

(3）退職給付引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

　

　

　────── (4) 役員退職慰労引当金

役員への退職慰労金の支給にそなえ

るため、内規に基づく事業年度末要支

給額を計上しております。　

　 　 (会計方針の変更)

従来、役員への退職慰労金は支給時に

費用処理しておりましたが、当事業年

度から「租税特別措置法上の準備金

及び特別法上の引当金又は準備金並

びに役員退職慰労引当金等に関する

監査上の取扱い」(日本公認会計士協

会　監査・保証実務委員会報告第42号

　平成19年４月13日改正)を適用して

おり、内規に基づく事業年度末要支給

額を役員退職慰労引当金として計上

する方法に変更しております。

なお、この変更により、営業損失及び

経常損失が11百万円、税引前当期純損

失が106百万円増加しております。

５　リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。

同左

６　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

て処理しております。

ただし、資産に係る控除対象外消費税等

は、発生事業年度の期間費用として処理

しております。

消費税等の会計処理

同左
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（表示方法の変更）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

（貸借対照表）

前事業年度において流動資産の「その他」に含めて表示

していた「預け金」（前事業年度437百万円）は、資産の

総額の100分の１を超えたため、当事業年度より「預け

金」として区分掲記しております。

前事業年度において区分掲記していた「立替金」（当事

業年度27百万円）は資産の総額の100分の１以下となった

ため、当事業年度より流動資産の「その他」に含めて表示

しております。

（貸借対照表）

前事業年度において区分掲記していた「預け金」（当事

業年度675百万円）は、資産の総額の100分の１以下となっ

たため、当事業年度より流動資産の「その他」に含めて表

示しております。

（追加情報）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

 ────── 繰延税金資産の回収可能性を判断した結果、当事業年度

は、当社の繰延税金資産の全額に対して評価性引当額を認

識し、繰延税金資産を計上しておりません。この結果、法人

税等調整額が1,010百万円発生し、当期純損失が同額増加し

ております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年９月30日）

当事業年度
（平成20年９月30日）

※１　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

※１　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

売掛金 1,226百万円

販売用土地建物 3,024百万円

開発用土地建物 50,244百万円

計 54,495百万円

売掛金 1,087百万円

販売用土地建物     11,470百万円

開発用土地建物     51,786百万円

計    64,344百万円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 22,934百万円
一年以内返済予定の
長期借入金

11,296百万円

長期借入金 14,164百万円

計 48,394百万円

短期借入金     31,553百万円
一年以内返済予定の
長期借入金

    19,060百万円

長期借入金      5,728百万円

計     56,341百万円

　２　偶発債務 　２　偶発債務

顧客住宅ローンに関する抵当

権設定登記完了までの金融機

関及び住宅金融専門会社等に

対する連帯保証債務等

1,313百万円

顧客住宅ローンに関する抵当

権設定登記完了までの金融機

関及び住宅金融専門会社等に

対する連帯保証債務等

     1,154百万円

※３　期末日満期手形

事業年度末日に期日の到来する満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決済処理してお

ります。

なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったた

め、次の期末日満期手形が事業年度末残高に含まれ

ております。

※３　　　　　　　　──────

支払手形 877百万円  
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

※１　　　　　　　────── ※１　通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

 土地建物売上原価  4,637百万円

※２　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※２　　　　　　　　──────

関係会社よりの受取利息 57百万円
  

 

※３　販売費及び一般管理費の主要な費目 ※３　販売費及び一般管理費の主要な費目

広告宣伝費 3,078百万円

販売促進費 486百万円

支払手数料 1,647百万円

給料手当 1,004百万円

退職給付費用 170百万円

減価償却費 117百万円

賞与引当金繰入額 230百万円

貸倒引当金繰入額 24百万円

広告宣伝費 1,394百万円

販売促進費 349百万円

支払手数料 670百万円

給料手当 1,029百万円

退職給付費用 208百万円

減価償却費 116百万円

賞与引当金繰入額 103百万円

役員退職慰労引当金繰入額 29百万円

貸倒引当金繰入額 20百万円

なお、販売費と一般管理費との割合は、おおむね　83

対17であります。

なお、販売費と一般管理費との割合は、おおむね　76

対24であります。

※４　過年度損益修正益の内訳 ※４　過年度損益修正益の内訳

過年度販売経費等修正額 8百万円 貸倒引当金戻入額     196百万円

過年度販売経費等修正額     ７百万円

賞与引当金未使用分戻入額     ５百万円

計    208百万円

※５　過年度損益修正損の内訳 ※５　過年度損益修正損の内訳

過年度現場経費等修正額 67百万円 過年度販売経費等修正額 １百万円

※６　固定資産除売却損の内訳 ※６　　　　　　　──────

固定資産撤去費用 13百万円  
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前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

※７　　　　　　　────── ※７　減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しました。

　
場所 用途 種類

本社(東京都
千代田区) 事務所設備

建物及び器
具備品

名古屋営業
所(名古屋市
中区)

事務所設備
建物及び器
具備品

　 当社は、管理会計上の区分をもとにして事業部門別

に、グルーピングを行っており、遊休資産については

個別資産ごとにグルーピングを行っております。

来期において、事務所の縮小を行う予定であり、それ

に伴い事務所設備の一部廃棄を予定しております。

その結果、廃棄予定資産は回収可能価額をないものと

して評価し、当該減少額を減損損失（20百万円）とし

て特別損失に計上しました。その内訳は、本社12百万

円(建物附属設備12百万円、器具備品０百万円)、名古屋

営業所８百万円(建物附属設備７百万円、器具備品０

百万円)であります。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（千株） 51 4 － 56

（変動事由の概要）

　増加数は、単元未満株式の買取りによるものであります。

当事業年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（千株） 56 3 － 60

（変動事由の概要）

　増加数は、単元未満株式の買取りによるものであります。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

　
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

車両運搬具 8 2 5

器具備品 2 1 1

合計 11 4 7

　
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

車両運搬具 6 2 4

器具備品 2 1 1

合計 9 4 5

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定しておりま

す。

（注）　　　　　　　 同左

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 1百万円

１年超 5百万円

合計 7百万円

１年内  1百万円

１年超  3百万円

合計  5百万円

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法により

算定しております。

（注）　　　　　　　 同左

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失

支払リース料 2百万円

減価償却費相当額 2百万円

支払リース料  1百万円

減価償却費相当額  1百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

　──────

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

　

　(減損損失について)

　 リース資産に配分された減損損失はありません。

（有価証券関係）

前事業年度（平成19年９月30日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（平成20年９月30日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成19年９月30日）

当事業年度
（平成20年９月30日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過

額
113百万円

賞与引当金損金不算入額 93百万円

退職給付引当金損金算入限度

超過額
232百万円

関係会社株式及び関係会社出

資金評価損損金不算入額
180百万円

税務上の繰越欠損金 8,269百万円

その他 125百万円

繰延税金資産小計 9,015百万円

評価性引当額 △8,004百万円

繰延税金資産合計 1,010百万円

繰延税金資産の純額 1,010百万円

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過

額
   173百万円

賞与引当金損金不算入額   41百万円

退職給付引当金損金算入限度

超過額
   221百万円

関係会社株式及び関係会社出

資金評価損損金不算入額
   180百万円

役員退職慰労引当金損金不算

入額
   43百万円

たな卸資産評価損損金不算入

額　
   1,887百万円

投資有価証券評価損損金不算

入額　
 70百万円

税務上の繰越欠損金    9,996百万円

その他    145百万円

繰延税金資産小計 12,760百万円

評価性引当額 △12,760百万円

繰延税金資産合計      －百万円

繰延税金資産の純額      －百万円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異原因となった主な項目別内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異原因となった主な項目別内訳

　 ％

法定実効税率 40.69

（調整）  

住民税均等割 0.21

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
0.73

評価性引当額 △40.83

その他 △0.06

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
0.74

 

当事業年度は税引前当期純損失のため記載を省略して

おります。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり純資産額 61.57円

１株当たり当期純利益 13.79円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり純資産額 6.86円

１株当たり当期純損失 52.43円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり当期純利益又は当期純損失   

当期純利益又は当期純損失(△) 2,698百万円 △10,263百万円

普通株主に帰属しない金額 －百万円 　－百万円

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失(△)
2,698百万円      △10,263百万円

普通株式の期中平均株式数 195,780千株        195,776千株

（重要な後発事象）

　   該当事項はありません。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証券 その他有価証券

㈱奥村組 558,000 222

永大産業㈱ 506,000 108

平和不動産㈱ 129,500 47

㈱千葉銀行 61,000 32

㈱武蔵野銀行 8,500 25

関西国際空港㈱ 340 17

不動産信用保証㈱ 1,500 15

財形住宅金融㈱ 1 0

小計 1,264,841 469

計 1,264,841 469

【債券】

銘柄 券面総額（百万円）
貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証券
満期保有目的の

債券

第268回利付国債 20 20

第289回利付国債 5 4

小計 25 25

計（注） 25 25

　（注）　貸借対照表の投資その他の資産の「その他」（差入保証金）に計上しております。
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（百万円）

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産        

建物 － － － 75 29 13 45

器具備品 － － － 86 59 11 27

有形固定資産計 － － － 161 88 25 73

無形固定資産        

商標権 － － － 3 0 0 2

ソフトウェア － － － 460 346 91 113

電話加入権 － － － 6 － － 6

無形固定資産計 － － － 469 347 91 122

長期前払費用 0 0 0 0 0 0 0

繰延資産        

－ － － － － － － －

繰延資産計 － － － － － － －

　（注）１　有形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「前期末残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の

記載を省略しております。

２　無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「前期末残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の

記載を省略しております。

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 311 346 1 201 454

賞与引当金 230 103 224 5 103

役員退職慰労引当金 － 125 18 － 106

　（注）　当期減少額の「その他」の欄は次のとおりであります。

貸倒引当金　　　個別引当債権の回収等による取崩額

賞与引当金　　　前期引当金の未使用分戻入額
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

(イ）現金及び預金

区分 金額（百万円）

現金 0

預金の種類  

当座預金 4,590

普通預金 326

計 4,917

合計 4,918

(ロ）売掛金

(a）相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

一般顧客（注）１，３ 1,137

ニチモコミュニティ㈱（注）２ 6

計 1,143

　（注）１　中高層住宅販売代金他

２　経営管理料

３　相手先は、不特定多数の一般顧客であり、金額も僅少のため、相手先別の記載は省略しております。

(b）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高
（百万円）

当期発生高
（百万円）

当期回収高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

回収率（％） 滞留期間（ヵ月）

(A) (B) (C) (D)
(C)

 × 100
(A) ＋ (B)

(A) ＋ (D)
 ÷ (C) × 12

２

1,252 29,832 29,941 1,143 96.3 0.5

　（注）　消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。

(ハ）販売用土地建物

内訳 金額（百万円）

ルイシャトレ川口レックスフォート　他未引渡物件 12,467

(ニ）開発用土地建物

内訳 金額（百万円）

千葉セントラルタワー　他仕掛中物件 51,880

開発用土地建物に含まれている土地

地域別 面積（㎡） 金額（百万円）

東京都 9,281 14,346

神奈川県 11,049 5,225

大阪府 19,059 4,405

千葉県 12,584 2,716

埼玉県 6,163 1,661
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地域別 面積（㎡） 金額（百万円）

兵庫県 3,193 1,375

奈良県 3,000 698

計 64,332 30,429
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②　負債の部

(イ）支払手形

(a）相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

㈱長谷工コーポレーション 2,215

㈱新井組 2,021

りんかい日産建設㈱ 885

あおみ建設㈱ 618

㈱植木組　 545

その他 2,553

計 8,839

(b）期日別内訳

決済期日 金額（百万円）

平成20年10月 1,214

平成20年11月 1,378

平成20年12月 1,376

平成21年１月 1,909

平成21年２月 2,960

計 8,839

(ロ）買掛金

相手先 金額（百万円）

㈱銭高組 2,560

あおみ建設㈱ 1,419

㈱森組 750

松井建設㈱ 458

㈱長谷工コーポレーション 449

その他 1,698

計 7,336

(ハ）短期借入金

相手先 金額（百万円）

㈱りそな銀行 27,405

㈱泉州銀行 1,880

㈱千葉興業銀行 1,070

㈱関西アーバン銀行 515

㈱南都銀行 362

商工組合中央金庫　　　　(注) 321

計 31,553

　（注）　商工組合中央金庫は、平成20年10月１日より㈱商工組合中央金庫に名称変更しております。
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(ニ）一年以内返済予定の長期借入金

　次の(ホ）長期借入金に記載しております。

(ホ）長期借入金

相手先 金額（百万円）

㈱横浜銀行 4,877（ 4,877）　

㈱りそな銀行 3,731 （ 　 －）　

㈱関西アーバン銀行 3,461（ 3,461）　

住友信託銀行㈱ 1,935（ 1,400）　

㈱武蔵野銀行 1,800（ 1,800）　

その他 8,984（ 7,522）　

計 24,788（19,060）　

　（注）　（　）内は内書であり、１年以内に返済予定のもので、貸借対照表では流動負債の部に計上しております。
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（３）【その他】

  　　    該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 10月１日から９月30日まで

定時株主総会 12月中

基準日 ９月30日

株券の種類
10,000株券、1,000株券、500株券、100株券及び100株未満の株式数を表示した

株券

剰余金の配当の基準日 ９月30日

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え 　

取扱場所
大阪市中央区北浜二丁目４番６号

株式会社だいこう証券ビジネス　本社証券代行部

株主名簿管理人
大阪市中央区北浜二丁目４番６号

株式会社だいこう証券ビジネス

取次所 株式会社だいこう証券ビジネス　全国各支社

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 １枚につき200円

単元未満株式の買取り 　

取扱場所
大阪市中央区北浜二丁目４番６号

株式会社だいこう証券ビジネス　本社証券代行部

株主名簿管理人
大阪市中央区北浜二丁目４番６号

株式会社だいこう証券ビジネス

取次所 株式会社だいこう証券ビジネス　全国各支社

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない

事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済

新聞に掲載して行います。

なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次の

とおりです。

  http://www.nichimo.com

株主に対する特典 なし

  (注)　当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の規定によ

る請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以

外の権利を有しておりません。

EDINET提出書類

ニチモ株式会社(E00151)

有価証券報告書

93/99



第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1)有価証券報告書及びその添付書類　

　 事業年度（第53期）（自　平成18年10月１日　至　平成19年9月30日）平成19年12月21日に近畿財務局長に提出

(2)有価証券報告書の訂正報告書

　 平成20年４月23日近畿財務局長に提出

事業年度（第53期）（自　平成18年10月１日　至　平成19年9月30日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であり

ます。

(3)半期報告書　　

事業年度（第54期中）（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）平成20年６月20日に近畿財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。

EDINET提出書類

ニチモ株式会社(E00151)

有価証券報告書

95/99



 独立監査人の監査報告書 

 平成19年12月20日

ニチモ株式会社  

 取締役会　御中  

 恒栄監査法人  

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 工藤　隆則　　㊞

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 椿本　雅朗　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

ニチモ株式会社の平成18年10月１日から平成19年９月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ニチ

モ株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管している。
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 独立監査人の監査報告書 

 平成20年12月24日

ニチモ株式会社  

 取締役会　御中  

 恒栄監査法人  

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 岡村　年起　　㊞

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 白江　伸宏　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

ニチモ株式会社の平成19年10月１日から平成20年９月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ニチ

モ株式会社及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

   追記情報

１．継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載のとおり、会社は当連結会計年度において、10,256百万

円の当期純損失を計上した結果、純資産が1,243百万円に減少している。また、キャッシュ・フローの厳しい状況から

一部金融機関からの借入金の返済について、金融機関との合意により返済期日を延期している。当該状況により、継続

企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。連結財

務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映していない。

２．連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載のとおり、会社は当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」を適用している。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管している。

EDINET提出書類

ニチモ株式会社(E00151)

有価証券報告書

97/99



 独立監査人の監査報告書 

 平成19年12月20日

ニチモ株式会社  

 取締役会　御中  

 恒栄監査法人  

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 工藤　隆則　　㊞

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 椿本　雅朗　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

ニチモ株式会社の平成18年10月１日から平成19年９月30日までの第53期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ニチモ株式会

社の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に

表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管している。
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 独立監査人の監査報告書 

 平成20年12月24日

ニチモ株式会社  

 取締役会　御中  

 恒栄監査法人  

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 岡村　年起　　㊞

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 白江　伸宏　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

ニチモ株式会社の平成19年10月１日から平成20年９月30日までの第54期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ニチモ株式会

社の平成20年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に

表示しているものと認める。

　追記情報　

１．継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載のとおり、会社は当事業年度において10,263百万円の当

期純損失を計上した結果、純資産が1,343百万円に減少している。また、キャッシュ・フローの厳しい状況から一部金融

機関からの借入金の返済について、金融機関との合意により返済期日を延期している。当該状況により、継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。財務諸表は継続企

業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映していない。

２．重要な会計方針に記載のとおり、会社は当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用している。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管している。

EDINET提出書類

ニチモ株式会社(E00151)

有価証券報告書

99/99


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２沿革
	３事業の内容
	４関係会社の状況
	５従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４事業等のリスク
	５経営上の重要な契約等
	６研究開発活動
	７財政状態及び経営成績の分析

	第３設備の状況
	１設備投資等の概要
	２主要な設備の状況
	３設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（３）ライツプランの内容
	（４）発行済株式総数、資本金等の推移
	（５）所有者別状況
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等

	（８）ストックオプション制度の内容

	２自己株式の取得等の状況
	株式の種類等
	（１）株主総会決議による取得の状況
	（２）取締役会決議による取得の状況
	（３）株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容
	（４）取得自己株式の処理状況及び保有状況


	３配当政策
	４株価の推移
	①最近５年間の事業年度別最高・最低株価
	②最近６月間の月別最高・最低株価

	５役員の状況
	６コーポレート・ガバナンスの状況

	第５経理の状況
	１連結財務諸表等
	（１）連結財務諸表
	①連結貸借対照表
	②連結損益計算書
	③連結株主資本等変動計算書
	④連結キャッシュ・フロー計算書
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高
	関連当事者との取引

	⑤連結附属明細表
	社債明細表
	借入金等明細表


	（２）その他

	２財務諸表等
	（１）財務諸表
	①貸借対照表
	②損益計算書
	③株主資本等変動計算書
	④附属明細表
	有価証券明細表
	株式
	債券
	有形固定資産等明細表
	引当金明細表


	（２）主な資産及び負債の内容
	（３）その他


	第６提出会社の株式事務の概要
	第７提出会社の参考情報
	１提出会社の親会社等の情報
	２その他の参考情報


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

